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第６回 現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検討会

ワーキンググループ 

 

１．日 時：令和８年３月31日（火）13時05分～15時50分 

 

２．場 所：中央合同庁舎第４号館 共用第２特別会議室 併用 オンライン会議 

 

３．議 題 

・消費者契約の各過程に関する必要な規律等 

・横断的な検討事項（行為規範・契約内容規範に正当化のための要素を組み

合わせる仕組み、「消費者」概念・定義規定の在り方、法目的の在り方） 

 

４．出席者 

（委員） 

山下純司座長、大屋雄裕委員、垣内秀介委員、カライスコス アントニオス委員、

北島周作委員、後藤元委員、西内康人委員 

（事務局） 

黒木審議官、古川消費者制度課長、遠藤取引対策課長、島袋企画官、伊吹政策企

画専門官 
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○古川消費者制度課長 それでは、定刻を少々過ぎましたが、始めさせていただきます。 

 皆様、本日はお忙しいところお集まりいただきまして、どうもありがとうございます。

ただいまから、第６回「現代社会における消費者取引の在り方を踏まえた消費者契約法検

討会ワーキンググループ」を開催いたします。 

 本日は、山下座長、大屋委員、垣内委員には会議室にて、カライスコス委員、北島委員、

後藤委員、西内委員にはオンラインにて御出席ということで承っております。 

 また、加毛委員におかれましては、本日は所用のため御欠席ということで御連絡をいた

だいているところでございます。 

 座長は若干到着が遅れておりますので、「消費者契約の各過程に関する必要な規律」と

いう資料がございますので、それにつきまして、初めに事務局からの説明を始めさせてい

ただければと思います。 

 それでは、事務局のほう、よろしくお願いいたします。 

○伊吹専門官 資料１に基づいて御説明させていただきます。こちらは消費者契約の各過

程に関する必要な規律等というテーマでございます。 

 １ページを御覧いただきますと、目次をお示ししております。具体的には１巡目と同様

２つのテーマで御議論いただくということでございます。１は継続的な契約における締結

から終了までの各過程で必要な一般的規律、２は消費者が事業者に対して自己の情報、時

間、アテンションを提供する取引に関する規律ということでございます。 

 ２ページからが１に関してでございます。 

 ３ページから検討の方向性という形で説明をさせていただいております。まず１つ目の

○で、１巡目の御議論では、そもそも継続的な契約の範囲につきまして、提供される商品・

役務の内容や取引条件という観点から、以下の要素に着目して御議論いただきました。こ

のうち１つ目のⅰ）同等の商品・役務が相当期間にわたって提供され続ける場合につきま

して、２つ目の○でございますが、典型的にはいわゆる物品・役務等のサブスクリプショ

ン契約が当てはまるということが考えられます。 

 その上で、ⅱ）の商品・役務が契約締結から時間的間隔を置いて提供される場合につき

ましては、例えば同時履行以外のあらゆる消費者契約のうち、どのような契約を対象とし

て切り分けるのか等の整理が必要であるということが考えられるということがございます。 

 ⅲ）の相当期間にわたって消費者側が対価を支払い続けるということに関しましては、

下のほうで、専ら消費者の義務だけが履行され続ける場合が想定されますので、例えば分

割払い等との整理の必要があるのではないかということでお示しをしております。 

 そういったことを踏まえますと、御議論いただく対象としまして、まずは、ⅰ）の場合

を念頭に、継続的な契約に対する各規律について検討いただくことが考えられるのではな

いか。その上で、ⅱ）やⅲ）の場合についても各規律について適用する必要性・可能性が

あるのかを御検討いただくことが考えられるのではないかという形で整理をさせていただ

いております。 
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 その前提で、次の４ページから具体的な場面につきまして整理をさせていただいており

ます。これまでの御議論を踏まえて大きく４つの○に整理をさせていただいております。

１つ目の○が、継続的な契約において、消費者が契約関係からの将来的な離脱を希望する

ときに問題となる以下の場合について、必要な規律を検討することが考えられるかでござ

います。黒ポツの１点目ですけれども、何らかの任意の解約権が設定されていても、その

存在や行使の方法が消費者にとって分かりにくい等の理由で契約の解約が困難となってい

る場合。２点目が、契約を解約することが積極的に妨げられている場合でございます。 

 ２つ目の○でございますけれども、継続的な契約の更新場面についてでございます。消

費者が知らないうちに契約期間が更新されたり、契約を解約できる時期が限定されている

ために適切な契約関係から離脱することが難しい場合があるということでございます。こ

ういった場合に更新される際に、消費者が契約を継続するかどうかを検討したり、継続を

希望しないときに適切に解約できる機会を確保するため、必要な規律を検討することが考

えられるかというものでございます。 

 ３つ目の○は契約内容の変更場面でございまして、継続的な契約が消費者に特に不利益

に変更される場面につきましては、消費者が契約関係から離脱する機会を確保するため、

必要な規律を検討することが考えられるのかでございます。 

 最後の○ですけれども、契約関係が一定期間継続する継続的な契約におきまして、契約

期間中に消費者が亡くなってしまう場合もあり得るということで、その相続人等が契約を

解約できない問題に対応するため、必要な規律を検討することが考えられるかという形で

整理をしてございます。 

 ５ページ以下で今の大きな４つの場面に沿いまして、検討事項を整理させていただいて

おります。まず５ページの（１）が将来的な離脱が問題となる場面の規律についてでござ

います。さらに細かくアからウまで３つの項目に整理をさせていただいております。アが

継続的な契約からの将来的な離脱方法の確保についてでございます。①で継続的な契約に

ついては、事業者が、契約からの簡便な離脱方法を消費者に提供するよう努めるものとす

る規定、または消費者が簡便に離脱できる状態を確保するよう配慮することとする規定を

設けることが考えられるかという形で設定してございます。これまでの御議論で、継続的

な契約で消費者が離脱したいというときに、その方法がなかなか簡便でないということが

問題となっていた場面での対応という趣旨でございます。 

 これらの規定につきましては、②のところで、法律上規範として規定しつつ、それ自体

民事的な効力を定める規定とはしないことが考えられるかということでございます。 

 ③で、①に加えまして、これもこれまでの御議論で継続的な契約について、必ずしも法

定解除権がない場合の対応も検討する必要があるのではないかといった御指摘を踏まえま

して、そういう場面についても、消費者が合理的な条件で契約を解約できる機会を確保す

るよう事業者に義務を課す必要があるかどうかということを併せて御議論いただければと

いうのが③でございます。 



5 

 次に７ページでございます。今度はイのところで、継続的な契約の解約権の行使に関す

る情報提供ということでございます。具体的にどういった方法・条件で解約できるのかを

消費者に分かりやすくしていくという趣旨のものでございます。①で継続的な契約につい

て、解約権の方法・条件に関する情報提供義務を事業者に課すことが考えられるかとして

おります。 

 ②で規定方法について、法律上規範として規定しつつ、それ自体、民事的な効力を定め

る規定とはしないことが考えられるというものでございます。 

 その上で、③のところで、情報提供義務について、差止請求制度を発展・活用すること

が考えられるかという形で実効性を確保することを記載させていただいております。 

 ※のところで補足をさせていただいておりますが、この差止請求制度ですが、事業者が

不特定かつ多数の消費者に対して所定の不当な行為を現に行いまたは行うおそれがあると

きに、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が当該事業者に当該行為の停止、予防、停

止・予防に必要な措置を取ることを請求することができる制度ということでございます。

その行為自体の停止・予防に併せて、それに必要な措置を取ることが請求できるというこ

とが現行の差止請求制度として設けられているものでございます。 

 イメージのために、下に具体的な裁判例を幾つかお示ししておりますが、例えば１点目

は、不実告知を停止させるとともに、従業員などに周知徹底をさせる措置を求めるですと

か、２点目は、契約条項の無効に関して、条項を内容とする意思表示を停止させるととも

に、契約書の破棄などを求めるといったことなどが例としてございます。 

 また１つ飛びまして、次に、９ページでございます。ウということで、継続的な契約の

解約が妨げられている場合の規律についてでございます。こちらは、これまでの御議論を

踏まえまして、①のところで事業者による解約妨害を禁止することが考えられるかという

形で整理してございます。 

 ②のところで、具体的にはどんな行為を解約妨害として禁止の対象とするかについても

併せて御検討いただければと思います。例えばここで、１点目で書いていますのが、これ

までの御議論の中でも、解約を妨げる行為・環境設計ということで、健全な商慣習を超え

て消費者の解約を妨げる行為や環境設計ということが対象として考えられるかということ

で、括弧に幾つか例をお示ししてございます。他方で、２つ目のポツでございますが、契

約条項による解約妨害につきましては、消費者契約法第８条以下の消費者契約の条項の無

効の規定により対応することが考えられるかという形で整理をしてございます。 

 ③のところで、解約妨害の禁止につきましても、法律上規範として規定しつつ、それ自

体民事的な効力を定める規定とはしないことが考えられるか。 

 その上で、④のところで、差止請求の対象を拡大していくことが考えられるかという形

で整理をしてございます。 

 以上が（１）でございました。 

 続きまして、11ページから（２）の契約期間の更新の場面でございます。こちらにつき
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ましては、先ほどのような解約の機会の確保ということで、①のところでございますが、

継続的な契約の契約期間が更新される場合に、消費者が契約から離脱する機会を確保する

ため、消費者に対する事前の通知義務を事業者に課すことが考えられるかというものと整

理してございます。 

 ②のところで、どのような事項を消費者に通知することが考えられるかということも検

討事項とさせていただいております。例として４つほどポツを挙げておりますので、この

辺りも踏まえて御意見いただければと思います。 

 ③、④につきましては、先ほどと同様でございます。 

 続きまして、13ページに参りまして、（３）契約が変更される場合の規律についてでご

ざいます。こちらは①のところで、変更が当該契約の当事者であるおよそ全ての消費者の

利益に適合する場合以外の場合には、消費者が契約から離脱する機会を確保するため、消

費者に対する事前の通知義務を事業者に課すことが考えられるかということでございます。 

 こちらも②のところで、具体的な事項に関して記載させていただいております。 

 ③、④につきましては、先ほどと同様の内容で記載をさせていただいております。 

 ⑤のところは、逆に契約の変更が当該契約の当事者であるおよそ全ての消費者の利益に

適合する場合についても、その場合でもさらに個々の消費者が契約から離脱する機会を確

保するため、消費者に事前に通知するよう努力義務を課す必要があるだろうかということ

を併せて御議論いただければということで整理をさせていただいております。 

 続きまして、15ページでございますけれども、（４）消費者が死亡した場合の対応手順

に係る規律についてでございます。自然人である消費者が一定期間にわたり継続して当事

者となる場合で、時間の経過によりどうしても当事者が死亡する場合が類型的に生じ得る

ということで、そういった死亡時をめぐる問題状況につきまして、これまでも、このポツ

で記載させていただいておりますように、例えば相続人側として、何を解約すればよいか

分からないですとか、解約に応じてもらえない、事業者側に本人の死亡という事実が伝わ

っていないですとか、３点目で、そもそも事業者が取引相手の本人確認を行っている場合

と行っていない場合などがあるという御指摘がございました。 

 これを踏まえまして、一番下のところでございますが、契約当事者である消費者が死亡

した場合や一定期間利用がない場合などの対応手順についてあらかじめ定めておき、消費

者に事前に説明するよう事業者に努力義務を課すことが考えられるかという形で整理をさ

せていただいております。 

 最後に17ページでございまして、（５）規律の対象となる継続的な契約の範囲というこ

とで、最初のお話に戻るのですけれども、以上の御検討を踏まえまして、ⅰ）の場合に加

えて、ⅱ）、ⅲ）の場合についても、（１）から（４）までの各規律について適用する必

要性・可能性があるかどうかというところを御検討いただければというものでございます。 

 以上が１でございました。 

 続きまして、18ページから２でございます。 
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 こちらにつきまして、19ページで検討の方向性をお示ししております。１つ目の○で、

消費者が事業者に対して自己の情報、時間、アテンションを提供する取引については、１

巡目では、様々な問題や課題があり得る中で、まず取引に係る消費者問題として何が捉え

られるのか、それに対してどのような対応が考えられ、その中で消費者契約法で対応でき

ることとして何があるのかといった点について、消費者契約法の射程との関係を踏まえな

がら御議論いただいたところでございました。 

 こういった御意見を踏まえまして、消費者契約法においていかなる対応が考えられるの

かについて、さらに検討することが考えられるのではないかというものでございます。 

 具体的な検討事項を20ページ、①以下で整理させていただいております。まず①のとこ

ろが、消費者契約法の適用対象である消費者契約との関係で、こちらに関しましては消費

者と事業者との間で締結される契約であるというところ、消費者が金銭を支払う場合に限

られず、自己の情報、時間、アテンションを提供する場合も、契約であるという場合には

含まれていると。括弧の中で、基本的に消費者契約法上の現行規定の適用を受けていると

いうことを整理（確認）することが考えられるか。 

 その上で、21ページ、②のところで、消費者契約法が対応し得る問題としてこれまで御

指摘いただいたところとして、消費者が望まない契約を締結するという自律的な意思決定

の阻害の問題を御指摘いただいておりましたところ、①の整理により、前回御議論いただ

きました配慮の規定を及ぼしていくことで、契約締結についての消費者の適切な判断を確

保することが考えられるかというものでございます。 

 その上で、③のところで、上記以外の問題につきましては、社会的な議論の成熟度に応

じ、消費者法制度や消費者契約法による対応が必要かつ適切な場面は何かといった観点か

ら、消費者教育の取組など法制度以外の施策や隣接法分野との関係などを踏まえながら、

必要に応じて検討することが考えられるかという形で整理をさせていただいてございます。 

 資料の御説明は以上になります。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 まず初めに、少し遅くなりまして、失礼いたしました。 

 ただいま、本日の検討事項の資料１を説明していただきましたが、本日の議事に入る前

に、前回のワーキンググループの議事について、前回御欠席の委員から御意見を伺いたい

と思います。前回御欠席の垣内委員と北島委員におかれましては、御意見があれば、挙手

にてお知らせください。 

 それでは、垣内委員、お願いします。 

○垣内委員 垣内です。前回は欠席しまして、失礼いたしました。 

 前回、御議論いただいた点のうち、今回の議論にも実質的に関わると思われる点としま

して、配慮ということの内容をどう捉えるのかということについて取り上げられていたと

承知しております。この配慮という概念は、私自身はこれまであまりなじみがなかった概

念で、この配慮というものをどう捉えるのかというところが、なかなか難しいなと思って
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きたところです。前回の資料や御議論を拝見いたしまして、私としては、次のような理解

が一応できるのかなという整理をしてみたところで、それについて申し上げるとともに、

何か間違っているところなどがあれば、また御教示をいただければと考えております。 

 具体的には、配慮というふうにあえて表現することに、大きく２つの側面があるのでは

ないかと捉えております。配慮というのは結局、何か積極的にする、あるいはしないとい

う意味では、一定の作為・不作為というところに最終的にはつながるところがあるのでは

ないかと思われるのですけれども、単に一定の作為・不作為を義務づけるのと何が異なる

のかという問題関心ということになります。１点としましては、故意の作為とか不作為だ

けを見るということではなくて、一種の注意義務を課すという側面があるのかなと思われ

たところです。前回の資料の６ページで配慮の内容についてどう考えるかという整理がさ

れておりまして、そこでミニマム・スタンダードの１として、消費者の消費者契約を締結

するか否かの適切な判断を困難にすることがないようにすることという表現をされており

ます。困難にすることがないようにするということは、一体何を指しているのか。困難に

するような措置を取ってはいけないというのと何が違うのかということを、これを拝見し

て感じたということなのですけれども、これは１つには、消費者の適切な判断を故意に困

難にさせるような行為を禁止しているということであるとともに、故意の行為を禁止する

だけではなくて、適切な判断が困難になるという事態が生じないように一定の注意を払う

ということを恐らく含意しているのかなと捉えられるように思いました。ですから、一種

の注意義務が伴っていて、単に故意の場合だけを捉えようとしているのではないというと

ころで広がりがあるということなのかなと理解をしたところです。 

 ただ、そういたしますと、ここでミニマム・スタンダードということで、困難にするこ

とがないようにすることといったことが想定されているわけですけれども、これが一種の

注意義務を伴う問題だといたしますと、注意義務の程度といいますか、そういった問題が

派生して出てくるようにも思われまして、何がミニマムなのかということを考えるときに

は、その点もあるいは考える必要が出てくるのかもしれないという印象を持ったところで

す。 

 それから、もう一つの側面ですけれども、これは資料で申しますと８ページの記載から

もうかがわれるところで、当然の前提とされているということなのかもしれませんけれど

も、配慮の内容として具体的に何をするのかということについては、配慮の主体は事業者

ですので、事業者の第一次的な判断に委ねるという側面があるのかなと思われます。です

から、外部から単純な一定の作為や不作為を命じるのとは異なりまして、ある結果を志向

すると、結果として例えば何か回避すべき事態があるということがあるときに、それに向

けて具体的に何をするかということについては、配慮の主体である事業者に委ねるという

ことなのかなと思われます。そういう意味では、手段債務とか結果債務とかいう言葉も従

来存在するかと思いますが、一種の結果債務的な性格と申しますか、そういった側面があ

るのかなというように思われたところです。 
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 そういった点からしますと、配慮というのが努力義務というのと、どういうふうに重な

り、あるいは異なるのかというところが併せて気になったのですけれども、配慮の内容と

して何らか注意するというときに、その注意が法的にどこまでの要請なのかということに

ついて、これは不法行為法上の注意義務であり得るというような理解もあり得ますし、そ

うではないと、そこには至らないという理解もあり得るのだろうということで、努力義務

といった場合には、通常は努力をすればいいということですので、不法行為上の義務に少

なくとも直結はしないということですが、配慮義務の場合にそこをどう捉えるのかという

のは、一応オープンと申しますか、努力義務的なものだけを配慮義務と言うという定義も

できるかもしれませんけれども、そこは整理の仕方は複数あり得るのかなという感じがし

ました。 

 努力義務の場合には、一定の特定の行為をするように努力するという形の義務も想定可

能でありますし、努力の対象は様々であるということもあり得ようかと思いますけれども、

後者の場合には、配慮義務と重なってくることになるかと思いますが、特定されていると

いう場合には、配慮義務というよりは、まさにある行為をする、あるいはしないという義

務について、それが法的な義務、まさに行為義務、作為・不作為義務なのか、努力をすべ

き義務にとどまるのかという双方があり得るということで、そういったところで努力義務

と重なる部分と異なる部分が出てくるのかなと。仮にそういう整理があり得るとしますと、

ある箇所で努力義務を定めるのがよいのか、あるいは配慮義務を定めるのがよいのかとい

ったようなことが問題となる場合に、今申し上げたような点を念頭に置きながら整理する

ことも考えられるかなという印象を持ったところです。 

 全く的外れかもしれないのですけれども、取りあえず私からは以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。大変参考になる御意見だと思います。 

 それでは、北島委員からお願いします。 

○北島委員 北島です。前回は失礼いたしました。 

 私からは、資料を読んでいて分からなかったことを質問させていただくという形でよろ

しいでしょうか。具体的に申し上げますと、前回の資料の10ページの⑦のところなのです

けれども、そこでは規範内容をソフトローにより具体化する仕組みについて、どう考える

かとありまして、行政が指針を策定して、その指針が運用における事実上の参酌基準とし

て機能することを想定するという説明が書かれておりました。ここで運用における事実上

の参酌基準というのは、指針は法令の内容を具体化するもので、要は法令の解釈基準のよ

うなものであって、それから、指針という名前が使われていることから考えても、法的拘

束力はないけれども、民事上・行政上、法規範に準ずるようなものとして扱われることを

想定していると、あるいはそれを期待しているというような理解でよろしいのかというの

が１点目です。 

 その上で、その指針を策定するのに、策定に当たって協議する官民協議会というものが

書かれていますので、それについてお伺いしたいのですけれども、一般的に法令の解釈基
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準は所管官庁が単独で、あるいは利害関係人の意見を聴いて、専門的知見から策定するも

のだろうと思っております。ここで官民協議会の場において、協議する場として官民協議

会を設置することと、そして策定するというのは、国が官民協議会に参加して、そこで意

見を聴いて、それをもとに指針を策定するイメージなのでしょうか。それとも、もう少し

積極的に官民が対等な立場で話し合って、一緒に指針をつくり上げていきましょうという

イメージで理解すればよろしいのでしょうか。 

 仮に後者の一緒につくり上げていこうよというものであるとすると、官民協議会で策定

されたものは、どちらかというと利害関係の結果として、国としては国として守ってもら

いたいこと、消費者としては消費者として求めていること、事業者としては遵守できそう

なものを調整した結果かと思います。そうした指針は、ベスト・プラクティスとして示す

のはよいかと思うのですが、先ほど言いましたように、法令の解釈基準として捉えるとす

ると、そうした利害関係人が話し合ってつくった調整の結果を法令の解釈として捉えると

いうことが果たして適切かというのがよく分かりません。この点、いかがでしょうか。 

 私からは以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 御質問ということですので、事務局から。 

○伊吹専門官 北島委員、御質問ありがとうございます。 

 いずれの御質問との関係でも、⑦の検討事項自体は、これまでソフトローの活用に関し

て様々な御意見をいただいたところで、配慮に関する仕組みとの関係で、それをどのよう

に具体化できるかとかいうことが検討事項でございます。そういった意味では、何かこれ

自体に決め打ちをしているというよりは、皆様の御意見などをいただきながら、さらに検

討していければという趣旨でございました。 

 その上で、叩き台的にこのポツで記載させていただいたところで申しますと、１点目に

つきましては、先生がおっしゃっていただいたうち、解釈基準のようなものがこの想定に

近いのかなと思って伺っておったところでございます。実際に配慮をしていただく際の具

体的な参酌基準というものを、ここで想定していたところでございます。 

 ２つ目の官民協議会の点は、具体的に行政と官民協議会との関係をというところも、こ

こではアイデアをいただきながらということで思っておりましたので、決め打ちをしてい

るものではないのですけれども、おっしゃっていただいた中だと、まずは国が１点目の指

針を策定する際に、この官民協議会などの御意見を伺うというやり方があるのではないか

というところは１つございますが、今御指摘いただいた意見なども踏まえて、またさらに

検討していければというところでございます。 

○北島委員 ありがとうございました。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 それでは、本日の検討事項のほうの議事に移らせていただきます。 

 まず、資料に関しまして、資料の５ページから10ページに記載があります検討事項（１）
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につきまして、御意見、御質問をいただきたいと思います。御発言いただく場合は、挙手

にてお知らせください。なお、資料の特定のページについてお話しになる場合は、意見の

冒頭にそのページをおっしゃっていただくよう、お願いいたします。 

 それでは、お願いします。垣内委員、お願いします。 

○垣内委員 １点、大変単純な確認の質問だけなのですけれども、３ページの検討の必要

性の１つ目の○で、継続的な契約の範囲について、ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の３つの類型に整理

をされているところなのですが、このⅲ）の類型について、その次の○の最後のところで、

これは専ら消費者の義務だけが履行され続ける場合ということなので、最初のⅰ）、ⅱ）、

ⅲ）だけを見ると、ⅰ）とⅲ）は両立し得る感じがするのですけれども、そうではなくて、

ⅲ）はⅰ）に該当する場合を除くという意味でよろしいのでしょうか。そうであれば、そ

のことを明確にしていただくほうがいいのかなという感じもしたということです。 

 取りあえず以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 継続的契約の概念自体は５のところでもやりますが、議論の前提になる質問ですので。 

○伊吹専門官 御質問ありがとうございます。ⅰ）に関しましては、前回も要素として御

議論いただいたところでございました。前回までの御議論を踏まえて整理をしていくとい

う観点で申しますと、継続的な契約に関しての規律を御検討いただく際に、ⅰ）からⅲ）

の要素に着目した場合にどういった問題点があり得て、それに対して消費者契約法として

どういった規律を設けていくことが考えられるかというところがあるかと存じます。その

上で、ある種、要素としては両立する場面は、実態としてはある取引に関してはあると思

うのですけれども、その取引に関して、どこから光を当てた場合に、特に対応すべきもの

が出てくるかという観点で考えております。そういった意味で、ⅰ）とⅲ）が両立する場

面は当然あると思うのですけれども、その場合でも、主に問題として考え得る要素として

は、ⅰ）の商品・役務が相当期間にわたって提供される場面に関して、規律を考えていく

ということが考えられるのではないかというところがございます。逆に、下の○の「ⅲ）

については」で記載させていただいていたのは、ⅲ）の要素だけ、これだけが生じ得る場

面としては、事業者側からの商品・役務の提供ではなくて、消費者が専ら対価を支払い続

けるという場合には、これは分割払いとどう違うのだろうかというところが出てくるので

はないかという趣旨で整理をさせていただいてございました。 

○山下座長 ありがとうございました。大分議論の前提になる部分でもございますので、

確認をさせていただきました。 

 それでは、５ページ以降の部分につきまして、御意見、御質問等ございましたら、お願

いいたします。 

 後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 後藤です。幾つかあるのですけれども、まず、今の定義、継続的な契約の範

囲について、基本的には相当期間提供され続ける場合というところで、実態としてはこう
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いう捉え方になるのかなと思うのですが、契約としては、例えばよく携帯電話などである

のは、２年間固定ですというような契約があったりするわけですけれども、それとは別に、

例えば毎月更新で続いていく場合も実態として長く延びることがあるわけです。最初から

長期間の固定契約なのか、それとも一定のもう少し短いスパンで、ただ更新を繰り返すこ

とを予定しているのか、これはやはり契約としては重要な違いではないかと思っておりま

す。特に事業者の側からすると、長期間の固定契約の場合には割引などを認める代わりに、

続けて入ってもらうという意味がある。他方で、更新型の場合には、両側に見直しの機会

が常にあるということですので、やはり継続的な契約と言うときに、この違いはどこかで

織り込まれていくべきではないかという気がしております。それをどうお考えでしょうか

というのが御質問の１つ目になります。 

 今の話は、５ページの③で継続的な契約について、どういう場合に解除するか、法的解

除権がない場合についてということなのですけれども、例えば長期間の固定契約の場合に、

最初に一定期間を約束したのにもかかわらず、急に途中で抜け出したいというのは、契約

法理からすると非常に例外的な話になってくるのに対して、更新型であれば、要は更新の

機会にもう辞めますということさえ言えればよいという話になってくるので、大分違って

くるように思えます。それを一緒くたにして「合理的な条件」という一つの基準で扱おう

とすると、合理的とはそもそも何を意味するのかというところはまた１つ質問したいとこ

ろではあるのですけれども、やはり議論が混乱しかねないので、今の点はやはり取り込ん

でいただくべきではないかなと感じております。 

 その上で、ほかのこともついでに申し上げさせていただきますと、５ページの①の簡便

な離脱方法というのは、何をもって簡便とするのかというのが非常に曖昧であるように思

われまして、恐らく事業者側からすると、これは何をやればいいのか分からない。仮にソ

フトロー的なものにするのだとしても、これだとワークしないおそれがあるように思いま

す。前のラウンドで議論になっていたのは、例えば、ネットで申し込めたのであれば、ネ

ットで解約ができるべきであって、そのときに電話をしなければいけないことになってい

て、電話が永遠につながらないということだと、これは困るという話でした。このときの

「簡便」というのは、電話ではなくてネットということなのかもしれないのですけれども、

これはやはり最初にネットで入った以上は、ネットで出られるべきだということであれば、

もう少し、どういうフォーマットを用意するかということが具体化されるので、この簡便

な離脱方法というのは、少し抽象的過ぎないかなという気がしているところであります。 

 これに対して、６ページで過度な規制はやめてくれという、これは恐らく事業者側から

の御意見があって、過度な規制は、過度であればしないほうがいいというのは一般論とし

てはそのとおりかと思うのですけれども、今の話のどこが過度であるのかというところが

あまり詰められていないように思います。加入時と同じ方法でというのは、そんなにおか

しなことを言っているわけではないように私は個人的には思うのですが、この点、もう少

し詰めていただく必要があるのかなと思っております。 
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 仮にそういうルールが入ったとして、違反の場合の効力をどうするかというのが②のと

ころなのですけれども、これは前回も議論になりはしたかと思うのですが、民事的な効力

をそれ自体としては定めないというのは、どういう意味なのか。例えば違反したことによ

って無効になるとかそういうことは書かないけれども、不法行為の損害賠償責任を基礎づ

ける要素になるというのであれば、これはやはり民事上の効果を認めていることになると

思うのです。「それ自体としては民事的な効力を定めない」というのは、言い方次第なの

かもしれないのですが、ちょっとミスリーディングな気もしますし、もし本当にそのよう

な効果すら与えないということであれば、結局あまり意味がない規定になってしまう。そ

れでも守ろうとするまともな事業者は、その対応に苦慮する一方で、そんなものはサンク

ションがないから無視するという悪質な業者にとっては、何も怖くないということになっ

てしまい、それを防ぐ行政的なエンフォースメントがどれだけ期待できるのかというと、

やはり消費者庁さんが全てということは難しいのだとすると、そこにはやはり限界がある。

だとすれば、民事的な効果を正面からちゃんと検討すべきではないかと思われるところが

ございます。民事的な効力の話は、その後もほぼ全てのページに出てくる気がするのです

が、全てに当てはまることかなと思っております。 

 ７ページと９ページも、民事的な効力の話は今申し上げたとおりなのですけれども、差

止請求を発展・活用するというのは、これは具体的に何をお考えなのか、いまひとつイメ

ージがつきにくいところがあります。特に差止請求というのは、本来、業者が何かいけな

いことをやっているのをやめなさいという話であって、情報提供しろというときに、差止

請求というのはちょっとなじまない気もするところではあります。これはどういうふうに

ワークすることをお考えなのかということをお伺いしたいと思います。 

 また、最後の９ページのところですけれども、解約妨害を禁止するかどうか。意図的な

解約妨害であれば、当然そんなことはやってはいけないと言えるかと思いますので、これ

を禁止すること自体に異論はないのですけれども、問題は、意図的な妨害であったのだと

いうこと、例えばさっきの電話での解約がなかなかつながらないという話なのですけれど

も、意図的に電話をつながりにくくしていることを消費者側が立証することはほぼ不可能

だと思いますので、解約妨害は禁止したとしても、それだけでは多分ワークしないように

思います。ちゃんと消費者側が立証できるような基準にした上で、かつ違反のときの効果

が、これはさっきの繰り返しになってしまいますけれども、本来であれば解約したかった

ということですので、解約の効果までダイレクトに認めるのはなかなか難しいのかもしれ

ませんけれども、例えば本来であれば解約できていたのであれば、次期のお金を払わなく

て済んだのであれば、それを取り戻す、もしくはそれを損害賠償請求とかそういう話にな

ってくる。そうだとすると、これはやはり民事的な効力があるということになってくるの

で、その点もちゃんと詰めて議論すべきではないかと感じております。 

 いろいろなことを申し上げてしまって恐縮ですけれども、以上でございます。よろしく

お願いします。 
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○山下座長 ありがとうございます。 

 事務局のほうから説明を。 

○伊吹専門官 御意見等いただきまして、ありがとうございます。幾つか御質問も含まれ

ていたかと思いますので、順番にと思うのですけれども、まず１点目に御指摘いただきま

した、契約自体がもともと長期のものを想定して締結されるものなのか、ある程度更新を

繰り返すものとして想定されるのかで違うのではないかという御意見もいただいていたと

ころでございました。３ページでお示ししておりました要素自体は、１巡目の御検討内容

を踏まえたものでございまして、これを中心に整理を試みたものでございますが、それ以

外の要素を全く否定する趣旨ではございませんでしたので、今いただいた御指摘などを踏

まえて、さらに御議論をいただけるとありがたいと思っているところでございます。 

 ２点目につきまして、５ページの①の簡便なというところについてでございますが、こ

ちらも先生がおっしゃっていただいた例などを含めて、１巡目に御議論いただいていたと

ころかと存じます。主にそういった解約方法が消費者にとってなかなか、実際に解約権が

あったとしても行使が事実上難しい場面に何か対応できないかという趣旨ではございまし

た。 

 これまでの御議論でも、実際にどういったものが適切なのかは、各取引によっても違う

のではないかという御指摘もあったところでございましたので、ここではコンセプトとし

て簡便なということで記載をさせていただいておりまして、その上で、実際にそれぞれ事

情が異なり得るということがございましたので、努めるものとする規定ですとか、あるい

は配慮する規定ということで対応することが考えられないかという趣旨ではございました。

ただ、その上で、具体的にどういったものが考えられるのかなどにつきましても、先生に

御指摘いただいた点を含めて、御議論いただけるとありがたいと思っております。 

 違反の効力などにつきましては、幾つか、同様の記載ではあるのですけれども、それぞ

れの規律の内容ごとに、どこまでのエンフォースメントと申しますか、法的な効力、それ

は民事なのか、それ以外なのかというのは御議論の対象かと思っております。 

 ５ページのところで申しますと、今申し上げたように、いろいろな取引によって事情が

異なり得るということがございまして、努めるものとする、あるいは配慮することとする

とした上で、それ自体、直接の民事的な効力を法律で定めないというところを想定してお

ったところでございます。 

 不法行為に事実上つながり得るという点は、前回でも御議論いただいたところではある

のですけれども、まずはここで想定しております記載としては、法文上、何か違反などを

義務などとの関係で民事的な効力につなげる形で規定するものとするかどうかということ

で記載をさせていただいておりました。その上で、そうではないとした場合に、事実上、

不法行為の認定などに使われ得るというのは、ある種、一般的なお話でもあるかというこ

とで、ここでは直接記載しておりませんでしたが、その点も含めて御意見をいただいてお

りますので、その点も含めた御議論をいただけるとありがたいと思っております。 
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 その上で、７ページなどに出てまいります差止請求制度との関係でございます。こちら

につきましては、先生御指摘のとおり、差止請求という言葉からも、実際の規定からも、

まずメインとなってくるのは、現行ですと不当な行為を停止させる、あるいは予防させる

ということでございました。ここで発展・活用と記載させていただいている趣旨は、先生

御指摘のとおり、情報提供義務ということで、一定の作為を求めていくことになってまい

りますので、その実効性確保として、あくまで現行の差止請求制度をさらに活用していく

ことが考えられるか。具体的にはそういった作為を適格消費者団体が求めていくというこ

とが考えられるだろうかという趣旨でございました。 

 その関係で、※で少し御紹介しておりましたのが、現行の規定でも、停止、予防に加え

て、停止・予防に必要な措置を取ることを請求することができるということで、下の裁判

例で申し上げますと、不実告知自体を停止させることに加えて、従業員に周知徹底させる

とか、そういった面である種、一定の作為を求めることが含まれ得るところでございます

ので、それをさらに発展していくことが考えられるかどうかということでございました。 

 最後、９ページの解約妨害の禁止につきましては、先生がおっしゃるように意図的な場

合ということだけの対処で足りるのかどうかということで、５ページの先ほどの簡便な離

脱方法というところと関わり得るところかと思っております。具体的に、この難しさなど

も含めまして、ここはどういった規律とすることが適切かを含めて御議論いただければあ

りがたいと思っているところでございます。 

 差し当たり以上でございます。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。北島委員、お願いします。 

○北島委員 ありがとうございます。今の後藤委員の質問とほぼ同じ質問になってしまう

のですが、簡便な離脱方法というのは、やはり人によって、事業者によってかなり評価が

分かれるところなので、なかなか難しい表現だろうと私も考えております。結局、この問

題と申しますのは、これも後藤委員がおっしゃられていたことなのですが、契約に入ると

きと出るときの方法が違う。容易な方法で入れるのに、出るときの方法が難しいというよ

うな、出るときと入るときの方法の違いとか不均衡に問題があるように思います。ですの

で、もし表現するとすれば、簡便なというよりは、入るときと出るときの方法が均衡して

いなければいけないとか、そういったような書き方ができるのかなと思いました。 

 入るときにやさしくて、出るときに不親切だというのは、ビジネスをしていれば当然の

ことなのですけれども、それは方法の上では今言ったようなことが言えますし、あとで出

てくるような情報提供などについても、入るときは非常に情報提供してくれるのに、出る

ときは全然情報提供してくれないということが、次の７ページの問題なのかなと思います。

入るときと出るときの均衡をしなければいけないようなことは、一般原則的な問題として

書くことができるのかもしれないと思います。それが１点目です。 

 ２点目は、差止請求制度についてです。情報提供義務についての差止請求制度と、それ
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から、９ページでも解約防止の禁止についても差止請求制度の対象とするかということが

書かれております。情報提供のほうは、差止請求によって情報提供義務を課すということ

だったと思いますが、単に情報提供させるために差止請求をするというのは、手続的には

結構重いものなので、仮に対象にしても、それが有効に活用されるのかなというところは

少し疑問に思います。 

 ただ、情報提供義務を怠っていることと解約の防止をしているというのは、一応、区別

されていますが、相対的なところがありますので、解約防止の禁止について差止請求の対

象とするのであれば、情報提供についても、対象としておいてもよいように思います。 

 まとまりがなくてすみません。私からは以上です。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 それでは、西内委員、お願いできますでしょうか。 

○西内委員 ありがとうございます。北島先生や後藤先生がおっしゃった点と関連するこ

とについて述べさせていただこうと思います。つまり、私も簡便な解約方法については、

均衡性というものが重要な要素になるのだろうなということはおぼろげながら意識してい

たのですけれども、ただ、必ずしもそう言えるのかというか、全ての場面でそう言えるの

かというのはよく分からないところであって、さらなる議論が必要ではないかというのが

意見として述べさせていただきたい内容という形になります。 

 すなわち、例えばサブスク契約であっても、かなりの額の負担が生じるようなものにつ

いては、契約締結手続についてはむしろ慎重さが求められるようなもの、つまり一定の厳

格性や書面性などの様々な意思確認が求められるようなタイプのものがあり得るはずだと

思います。そういったものについては、むしろ契約に入ること自体への慎重さを求められ

るという趣旨からして、離脱についてはむしろ簡単にというか、契約に入るときよりも解

約のほうを簡単にする必要性があるように思うわけです。そういった意味では、単純な均

衡性というよりは、その契約の内容というか、趣旨というか、あるいは消費者の負担とい

うか、その辺りを考えながら見ていく必要性もあるのかなと思われるわけです。 

 他方で、例えばサブスクリプション契約に関して、一定の経済学的な正当化がされ得る

場面であるというふうに議論される１つの例として、意思の弱さというか、そういうもの

を補うために、自らを契約に縛り付けるために何かしら契約という場面もあり得るわけで

す。例えばそういった例でよく出されるのが、ダイエットのためにジムに通うと、一定程

度お金を支払うことについてコミットしておいた上で、その上でジムに通わざるを得ない

状況をつくり出して、弱い自分というものをたきつけるような、そういうタイプの契約を

することに合理性があるのだというタイプの議論があり得るわけです。そういった場面だ

と、契約締結に関しては簡便だけれども、解約については、むしろある程度慎重であって

もよいのではないかという観点も正当化要因としては出てくる可能性があると思うわけで

す。 

 まとめると、契約の類型や内容、あるいは消費者に生じる負担の大きさとか、様々なも
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のに考慮した上で、均衡性についても議論する必要性があるのかなというのが私なりに思

ったこととなります。 

 以上となります。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 大屋委員、お願いします。 

○大屋委員 ありがとうございます。１つ目は、同じところになるのですが、３ページの

継続的な契約の範囲ですけれども、これはやはり定期的な契約と分けて考えるべきではな

いかと思いました。定期的というのは、後藤委員がおっしゃったように、２年間継続する

みたいな形に事前に期間が決まっていて、しかし、それは比較的長いという場合。これに

ついては、そういう契約に入るか入らないかというところで、契約の全期間にわたるコス

トベネフィット分析がされているのが本来であると。それで定期的な関係に入ることによ

って、例えば事業者からすると割引を安心して提供できるというような信頼が成立してい

るわけなので、これを途中で勝手に打ち切るというのは、本来は背信行為になるという側

面があるわけです。 

 他方で、サブスクリプション契約を考えると、これは当初契約に入る際に、例えば１か

月ということでコストベネフィット分析をする。本来想定されている合理的な消費者であ

れば、１か月たったところで継続するかしないかを考えて、ここまで１か月間でどのぐら

いサービスを受けたかしらみたいなことを想定して、継続するかどうか改めて判断するべ

きはずのものであるところ、現実にはそこで漫然とした判断が行われ、十分なコストベネ

フィット分析なしに継続されてしまうところを問題として捉えるべきではないのか。 

 逆に言うと、あるかどうか分からないですけれども、オプトイン型の継続的な契約はあ

まり気にする必要はなくて、要するに放っておくと打ち切られてしまうのだけれども、続

けたいですと本人が言ったら続けられるというのは、むしろこのような明示的意思決定を

促している、強制しているわけであるから、漫然とした判断が生じるような危険性をあま

り意識する必要はないであろうと。 

 繰り返すと、サブスクリプション的に継続されるオプトアウト型の契約というのを問題

として捉えるべきではないかと思います。そうすると、ⅱ）とかⅲ）の話は性質が違うも

のですよねと言えるのではないかと思いましたというのが１つ目です。 

 そこに関連して、ⅰ）で同等の商品・役務というのもちょっと気にかかるところがあっ

て、つまり、例えば音楽のサブスクリプションサービスとか、動画でもいいですけれども、

あれは同一の役務を享受しているかと言われると、その期間に一本も見なかったりするわ

けですね。要するに、ここで提供されているものは、一定のサービスを受けることができ

る権利なのではないか。実際の商品でも役務でもないというところがポイントなのではな

いかということも関連していると思いました。 

 もう一つは、５ページの簡便な離脱方法のところで争いが生じているところです。これ

について言うと、１つの考え方は、やはり簡便性にこだわるというところで、例えばクリ
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ック３回以内に解約できないと駄目ですみたいな非常に客観的なルールを置くというのは

一つの考え方であるだろう。ただし、それが常に適切な規制になるかと言われると、それ

は議論の余地が大分あるだろうなと思うところです。 

 もう一つの考え方は、やはりこれは合理性なのであると。一般的には、契約に入る場合

の手続と出るときの手続に著しい不均衡があるのは、やはり不合理だと言えるけれども、

場合によっては、しかし、それが合理化される余地があるかもしれない。特に離脱が困難

になる場合であっても、これは消費者契約法の範疇ではないと思いますけれども、お医者

さんの世界で言うと、急にやめてはいけない薬があるのです。そういう場合に、はい、や

めたいですといと一瞬言ったから、直ちに打ち切っていいかと言われると、それはよくな

いということにされているわけであって、そのような合理的理由があれば、それはサービ

ス停止をするのに時間をかけるとか、そこに慎重な意思確認を要するということがあって

も、それはそれで構わないのではないか。ただ、一般的に言うと、非対称性があったり、

妨害的であるようなものは不合理だと言えるので、それはいけないと言ってしまっていい

のではないかと、そういう考え方もあるかというふうに思うということです。 

 差し当たり以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 垣内委員、お願いします。 

○垣内委員 私からもあと２点ほど申し上げたいと思います。 

 １点目は、直前の大屋委員の発言がありました、後藤委員、北島委員、西内委員からも

発言があった簡便な離脱方法に関してなのですけれども、大屋委員が言われた簡便性にこ

だわる方法と合理性にこだわる方法というか、アプローチというか、これが２つあり得る

というのはそのとおりではないかと思います。その上で、例えばクリック３回でというよ

うな明確かつ簡便な規律というものは、これは特定の取引形態を想定する場合には、場合

によってあり得るのではないかと思われるところですけれども、例えば消費者契約法とい

ったような形で、消費者契約一般の規律として考える場合には難しいところがあるように

思われまして、そうすると、消費者契約法の議論としては、やはり合理性の点が中心にな

ってこざるを得ないのかなというような印象を持っているところです。 

 そうすると、何が合理的な離脱方法と言えるのかという話になってくるわけでして、そ

の点では、先ほど来御指摘がありますように、契約を締結する段階と離脱する段階とで均

衡が必要ではないかというのは１つ重要な視点なのだろうと思います。ただ、これも西内

委員から御指摘がありましたように、常にそろっていればそれでいいというものでもない

ということがあるように思われます。その先はいろいろなアプローチというか、組み立て

方があるのかなと思いますけれども、例えば一般論としては、不合理、合理性のない形で

離脱方法を困難にすることは認められないというような考え方を出発点とした上で、契約

に入る段階と、出る段階で、出る段階のほうが難しいと。例えば、入るときはネットでで

きるのに、出る段階は電話でしかできないというような場合には、ある種、合理性を欠く



19 

ことが推定されると。したがって、それは合理的であるということを事業者の側できちん

と説明する。訴訟になれば立証するということになってくるのかもしれませんけれども、

そこもいろいろな段階があるかと思いますが、そういった形で段階をつけた規律を考える

ということも一つの方法としてあり得るのかなと思いました。これが１点目です。 

 ２点目は、差止請求制度の関係ですけれども、これは資料ですと７ページ辺りの話にな

ります。これは資料の記載の趣旨についての御質問になるのかもしれないのですが、差止

請求制度を発展・活用するというときに参考になる点として、停止・予防に必要な措置を

取ることを請求することもできるようになっているということが挙げられていて、この必

要な措置として、周知徹底とか、従業員への指示とか通知といった作為が含まれていると

いうことで、確かにこれが参考になる点はあるのかなと思います。ただ、現在の消費者契

約法12条で例えば１項を見たときに、停止もしくは予防に必要な措置というのは、当該行

為の停止もしくは予防に必要な措置ということで、当該行為というのは、消費者契約法４

条１項から４項までに規定する行為であって、今の規定ぶりからすると、この当該行為に

当たるものがうまく設定できる必要があるのかなと。そうすると、４条１項から４項まで

に規定する行為に加えて、合理的な理由がないのに解約を困難にする行為とか、何かこう

いうものが出てくるのであれば、そういう方向も考えられるのかなと思いますけれども、

そういったことを御提案されているということになるのか、ちょっと私の理解が、必ずし

もそういうことではないということであれば、その点について補足的に御説明いただける

とありがたいと思いました。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 最後の点、事務局への質問だと思いますので、よろしくお願いします。 

○伊吹専門官 御質問いただきありがとうございます。まず、資料の検討事項としまして

は、コンセプトとしまして、こういった情報提供義務などを導入していった際に、その実

効性を確保する際に、適格消費者団体が一定程度それを実現に向けて役割を果たしていた

だくことが考えられるかという、ある種、コンセプトとしてお示ししておりました。その

上で、実際にそういったものを具体化していく際には、先生がおっしゃった以上の書きぶ

りのようなものを前提に、ここに純粋に新たな規定を加える形でそのまま成り立たせるの

か、あるいはまた別の形を考えていくのかというのは、確かに考えていくところだと思い

ますので、その点を含めて御議論いただけるとありがたいと思っております。 

○山下座長 よろしいですか。 

○垣内委員 どうもありがとうございます。いろいろあり得るということだと思うのです

けれども、１つのポイントというか、考慮を要するかもしれない点としましては、今、差

止請求権、12条がまさに不特定かつ多数の消費者に対してということになっているわけで

すので、何か情報提供というようなことを考える際にも、そういった不特定かつ多数の当

事者向けに第一次的に行う措置。例えば、ウェブサイトに分かりやすく書くとか、そうい
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うことがあるのかもしれませんけれども、あるいは個別の契約の際にこういう説明をする

というマニュアルを整備するとかもあるのかもしれませんが、そういうレベルの問題と、

個々の消費者に対して具体的に何か作為をするというレベルの問題とを区別して考えたほ

うがよいのかなと。個別消費者に対する作為ないしは給付ということを直接的に請求して

いくということだと、現在の差止請求という考え方からすると、だから駄目だということ

にはならないのだと思いますけれども、一歩先へ進むことになるのかなと思われますので、

その辺りをどう考えるのかというところが検討課題になってくる気がしております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス委員 ありがとうございます。まず、５ページのところからですが、大前

提として、今回、議論されていない項目ではありますが、重要なものがあると考えており

ます。今日のデジタル社会において、消費者のニーズがいろいろ変化しやすい中で、過度

に長期間拘束をする契約をそもそも認めてよいのかという点があるかと思います。現行法

でいえば、消費者契約法に定められている過量販売の一つの類型としても位置づけること

ができるかと思いますが、現行法の規定では、完全に対処ができないということなのでは

ないかと思っております。 

 そうしますと、例えば過度に長期間の拘束をするような契約については、一定期間経過

後に解除権を付与するとか、あるいはソフトローとの組合せによって各種業界において一

定期間以上の拘束を認めないとか、いろいろなやり方があるのではないのかと思います。 

 その基準の定め方、次の点ですが、離脱の方法の定め方については、先ほど申し上げま

した消費者契約法４条４項も基準自体は抽象的なものとなっていますので、一応それをモ

デルにしつつ、何かしら離脱方法について条文上定めることは可能なのではないかと思い

ます。あとはソフトローで補完をするということもあり得るかと思います。 

 先ほど後藤委員からもお話がありましたように、私もこれを努力義務として定める必要

は必ずしもないと思っていまして、可能であれば義務として定めるのが望ましいのではな

いかと思います。 

 サンクションとしては、後藤委員からもお話がありましたように、民事的な効果を付与

するということも望ましいかと思いますし、また、行政ルールや差止請求で補うことも可

能かと思います。 

 一応、離脱の方法自体は提供しているのだけれども、離脱の方法が著しく不便な場合に

は、ウの項目の離脱妨害として議論することになるのではないかと思います。 

 あと、離脱をした後の、以前に消費者側の利益とかはどうするのかというお話があった

かと思いますが、それは精算ルールの問題として処理すればよいのではないのかと思いま

す。つまり、解約自体、離脱自体は認める必要がありまして、努力義務ではなくて通常の

義務で認めた上で、消費者側の利益とかについては合理的な範囲での精算を定めるという
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ことかと思います。 

 先ほど離脱をすること、これはどこで申し上げるのがよいのか難しいところはあるので

すが、今忘れないうちに申し上げますと、契約の中には離脱をある程度とどめさせること

が消費者の利益にかなうかもしれない場合があるというお話があったかと思いますが、個

人的には、消費者契約法のレベルでは、これまで問題が多発しているわけですので、継続

的な契約については離脱方法を提供することを義務化して、後で出てきますように、情報

提供義務とかも課すことは大事かと思っています。恐らく消費者をパターナリズム的に見

てとどめさせる必要があるような場合については、個々の特別法でそういう規定が別途置

かれることになるのではないかと思っています。その業界であったり、その契約類型であ

ったりに即して、別のところで、離脱をさせないような必要性があるというのであれば、

それは別途また手当てをすれば足りるのではないかと思います。個人的にはあまりそうい

う契約は想定できないところだというのが率直な印象です。 

 垣内委員からお話がありましたように、合理性というものを基準として用いると、合理

性がある離脱方法なのかどうかということが、結局、消費者側から主張・立証することに

なって、追加的な負担がかかってしまいます。個人的にはダークパターンのことを考えた

場合であっても、結局、ダークパターンで問題になりやすいのが、例えば、個人データを

提供しますかというところで、選択肢が「はい」か「設定を変える」しかないというよう

なことです。つまり、これはまさに不均衡が問題になるわけなのですけれども、やはり入

るときと出るときと同等の手段だということが一般論としては消費者の期待とかに対応す

ることなのではないかと思います。そのため、入るときと同等か、それよりも容易な離脱

方法を認めるということを法律上義務化することが望ましいのではないかと思います。 

 次が７ページのところですが、この情報提供義務につきましても、同じく後藤委員から

お話がありましたように、これも努力義務にする必要はないと思っていまして、通常の義

務でよいのではないかと思っております。その理由としましては、これはもしかしたら皆

様も同じような御経験があるのかもしれませんが、今日のデジタル社会で、自分がしてき

た継続的な契約を適切に管理するということは非常に難しい状態になっていまして、これ

は私自身もそうですが、もしかしたらそれも一つの消費者の脆弱性として位置づけること

もできるのかもしれないと思っております。最近の議論ですと、デジタル脆弱性とかとい

う言葉も出てきていますが、それも含めて脆弱性として捉えることができるのではないの

かと思っております。そうしますと、簡便な方法で解約ができるというだけでは足りなく

て、方法はあるのだけれども、それを失念していたということであれば解約はできません

ので、努力義務ではなく、通常の義務としての情報提供ということが大事かと思います。 

 後藤委員、垣内委員からもお話がありましたように、これまで想定されてきた差止訴訟

とは少し性質が異なるように感じられますので、今回パラダイムシフトという枠の中で議

論がされていまして、差止請求の発展や展開についても議論の対象となっていますので、

義務づけの訴訟としての可能性も正面から議論する必要があるのではないかと思っており
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ます。 

 次が９ページのところですが、解除・解約を妨害するというような場合につきましては

禁止行為にするべきだと考えておりますし、後藤委員からもお話がありましたが、努力義

務にしてしまいますと、結局このような解約が困難になる状態が生じるのは、ナッジとか

ダークパターンを用いて妨害をするような理由によるわけですので、努力義務にすると問

題が解決しにくいというか、結局同じような状態が続いてしまうことになるのではないか

と思っております。 

 ただし、先ほど後藤委員からお話がありましたように、これも意図的にとか、主観を問

うような規定ぶりにしてしまいますと、また消費者側が主張・立証をどのようにしていく

のかという問題が生じ得ますので、客観的に判断可能な基準を設けるのがよいのではない

かと思います。９ページの事務局資料から出ているような項目は、客観的に主張・立証可

能なものなのではないかと思っております。これだけでよいのかと言われると、まだ検討

の余地はあるかと思いますが、少なくとも客観的に判断が可能な基準を、これもソフトロ

ーで補完するということも考え得るかと思いますが、そのような定め方が望ましいのでは

ないのかと思っております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 一通り議論は出ましたかね。それでは、ありがとうございました。少し時間が押してい

ますが、次に、資料の11ページから14ページに記載があります検討事項（２）と（３）、

既にお話も出ているかと思うのですが、これも改めて御議論をしていただければと思いま

す。更新・変更に関することでございます。 

 それでは、お願いいたします。垣内委員、お願いします。 

○垣内委員 差止請求の話なので、先ほどのところにも同時に関係するところではあるの

ですけれども、例えば11ページ、あるいは13ページでもそうなのですが、一方で差止請求

制度の発展・活用の可能性と、他方で先ほど来議論になっている何らか規範を定めるとし

つつ、民事的効力を定める規定とはしないとか、努力義務とするとか、そういった方法も

示されているということなのですけれども、現在の差止請求制度ですと、まさに取消しの

対象になるような行為のおそれがあるとかそういったことで差止めになっているわけで、

民事的な効力というか、あるいはまさに禁止の対象になっているというところで、そのお

それがあるときに差止めということになっているように思われます。そうすると、例えば

通知義務とかそういったものについて、あくまで努力義務であるとか、民事的な効力はな

いのであるという前提を取りつつ、しかし、それをきちんとしていないときに何か請求し

て、履行させるようにするというところまでいけるのかというと、なかなか、民事的効力

もあると、あるいは努力義務ではなくて義務であるということであれば、それが果たされ

ていないときに消費者団体が請求するということは、すんなりとつながりそうな感じもす

るのですけれども、そこが一方は違うということになりますと、そうなり得るのかという
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か、十分な説明ができるのかというところも一つ論点になりそうかなという感じもいたし

まして、その辺りも考えていく必要があるのかなという気がいたしました。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。 

○黒木審議官 せっかくですので垣内先生に御見解を伺いたいと思うのですが、今おっし

ゃっていただいた現状の差止請求の在り方等との関係ということですが、差止請求は御承

知のとおり消費者契約法に最初に入りましたけれども、景品表示法であるとか、様々なと

ころに入っております。そこでは必ずしも民事効に関する規定ではないものに入っている

ということで、現に使われているという面もあろうかと思いますが、その辺りについて、

先生としてどのように整理をされているのかとか、お考えがありましたらお聞きできれば

と思っております。 

○垣内委員 ありがとうございます。私は消費者契約法ばかりに目が向いていて、ほかで

どうかということは十分前提としていない形で発言をしてしまいましたので、そういう例

との均衡という観点から認められるのかどうかという形での議論ということになってくる

のだろうと思います。 

 今まさに話題となっているこれらの具体的な規律について、差止めの対象とすると。こ

れは消費者契約法でということになるのかと思いますので、その場合にどこまでできるの

かということは、景表法等を踏まえて考えることになるのだろうと思います。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス委員 お願いいたします。まず、11ページの更新の場面ですが、これまで

も申し上げてきましたように、デジタル社会においてはかなり問題が多発しているところ

かと思いますので、締結と同様に厳格に規制していく必要があると考えております。その

仕方ですが、例えば事前通知を必須として、事前通知がない場合の黙示の更新は認めない

ということであったり、あるいは消費者側の事前の承諾、これはかなり時間的に近接して

いることが望ましいかと思いますが、明示的な時間的に近接している時点での承諾、ある

いは追認を要求するというやり方もあるのではないかと思います。これも努力義務ではな

くて通常の義務であることが望ましいと思っておりまして、行政的なルールが機能するか

もしれませんし、これも差止めの中のまさに義務づけ的な位置づけとして追加することも

考えられるかと思います。 

 あと、13ページですが、これも前にも申し上げましたが、変更の場面については、民法

の定型約款の規定ではそれなりに事業者にとって変更しやすいという規定内容となってい

まして、特則としまして、具体的には548条の４の第２項の特則になるかと思いますが、消

費者に離脱権を確保して、離脱権に関する説明義務を事業者に課すということも考えられ

るかと思います。民法の規定上、離脱権というものは保障されていませんが、548条の４、
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１項２号の中にその他の変更に係る事情ということで、その中で例えば消費者である相手

方に代替措置が用意されているのかというのは考慮される余地があるのではないのかと思

っております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 西内委員、お願いします。 

○西内委員 ありがとうございます。私からは質問になります。 

13ページにある継続的な契約が変更される場合が問題としている場面の射程の話なのです

が、例えば②で挙がっているのは、変更後の契約内容という形で契約の中身ですね。例え

ば契約の文言などが変更された場合を念頭に置くもので、それ自体が入るのはそうなのだ

ろうなと思うのです。他方、例えば、音楽のサブスクリプションサービスなどで、多くの

人が聴いていた音楽がなくなるとか、あるいは全国の店舗で提供されているサービスにつ

いて自分が利用している店舗が閉鎖されるとか、契約内容の変更とは言い難いようなもの

も、ここで検討する規定の射程に含むのかどうかというのが少し気になったところです。

この点について含むと考えて議論するべきなのか、そうではなくて、先ほどカライスコス

先生が例として出された548条の４のように、契約内容が変更されたという場面だけを念

頭に置いて議論する話なのか、その点について事務局からお考えがあれば伺えればと思っ

た次第です。 

 以上となります。 

○山下座長 ありがとうございます。 

○伊吹専門官 ありがとうございます。主に想定していたのは、先生がおっしゃっていた

だいた、まさに契約の内容が変更されるという場合でございましたが、外縁としてどこま

でのものが問題になり得るかというのは、御議論としてあると思いますので、今御指摘い

ただいたところなども含めて、御意見いただけるとありがたいと思っております。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 それでは、後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 私も今の変更のところの話になるのですけれども、約款の中身自体を変える

という話と、そうではなくて、そこは何も変わっていないのだけれども、単に提供されて

いる、例えばお店で売られている商品の数が減りますとか、それに近いような話が今、西

内先生から御指摘があったところかと思います。さらに、14ページに出ている、例えば無

料期間が終わって有料プランに移行しますといった話は、契約は恐らくそのままで、その

中に入っている主なところにも変化はないのだけれども、どのプランに入っているのかが

切り替わることで、消費者からすると、最初の１か月は無料プランだったのが、普通に１

か月過ぎたので有料プランに移行しましたという話があり、これも質的には違う話なのか

なと思います。 

 13ページで書かれているのは、今、事務局からも御指摘があったように、契約の文言が
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変わる話を想定されているということなのですが、それはむしろ民法とか約款規制のほう

でやっている話で、それで捉え切れないものを捉えようとしているのではなかったのかな

というのが、今お話を伺っていて思ったところです。特に、例に挙がっているプランの切

り替えのような話は、切り替えますかと聞かれて、切り替えるのだったらそれでいいわけ

ですので、恐らく、最初に入るときに、１か月経ったら翌月からは無料プランではなくて

有料の枠組みに移行しますよということを合意している場合に、当事者からすると、それ

込みでの契約だったはずなわけですけれども、ただ、自分の負担というところでは変わっ

ているし、人によっては無料プランが終わったら解約しようかなと思っているのをそのま

まにしてしまうということもあるかもしれないので、このような場合をどうするかという

問題だと思います。これに対して、（３）で書かれている話は、当初合意した内容から中

身が変えられてしまうという問題であるように思います。これは本来、両当事者の合意が

ない上で変更できないのを、民法で一部、約款変更ができるようにしているわけですが、

その話は大分質が異なるように思います。これらの問題を、全部まとめて「変更」として

扱ってしまうのか。それぞれ問題があり得るのでしょうけれども、当初合意した内容から

変わるという話については、既に一定の手当てがなされているわけですし、また、そもそ

も民法でも、548条の４の要件がかかったりしているわけですので、それを今、どうこうす

るよりは、それ以外のところに焦点が当たるべきなのかなという気がしました。 

 先ほど西内先生からお話のあった、例えば近くの店舗が閉ざされてしまったとか、この

コンテンツを見たいと思って入ったサブスクからそれが落ちてしまったとかいう場合には、

それは入っていたものがニーズに合わなくなったので解約したいという話だとすると、契

約の変更云々というよりは、やめたいときにやめられるという先ほどの話のほうで処理で

きるような気もします。 

 そうすると、残るのは、ここの例に挙げられているようなプランが切り替わっていると

きにどうするかという問題です。そのタイミングでやめられるということがあるのであれ

ば、その情報と機会さえ提供されればいいような気もするので、変更の規律の民法の特則

という大がかりなことにしなくてもいいような気もするのですけれども、そこをどのよう

にすみ分けて、どのようにアプローチされるのか。先ほどの西内先生の御指摘もそういう

ものだったのかなと思うのですけれども、追加で申し上げさせていただきました。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。大屋委員、お願いします。 

○大屋委員 １つ目は、今出てきた話について、サブスクリプションサービスで配信され

る作品が変わったから毎回通知しなければいけないというのは、非合理過ぎてあり得ない

わけであって、やはりここでは具体的な役務や商品ではなくて、権利の問題として捉える

べきではないか。要するに配信されている作品にアクセスする権利というものが契約の対

象なのであって、その具体的な配信内容が変わりますというのは、したがって、契約とし
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ては変動していないというふうに見るべきなのではないかと思いましたというのが１点で

す。 

 もう一つは、これは非常に小さい話で、だから皆さんしゃべっていないのだと思うので

すけれども、13ページの（３）の⑤は否定的でよろしいでしょうということです。特に（２）

で更新時の通知をきちんと担保しているのであれば、そこから有利変更される場合に改め

て離脱権を保障する必要は本来ないであろうと。契約期間更新の際のノーティスにおいて、

前回より有利に条件変更されていますよということを、できれば知らせてねぐらいの話で

よろしいのではないかと思いました。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 ほかはいかがでしょうか。カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス委員 お願いいたします。先ほど西内委員が指摘された点、非常に重要だ

と思っておりまして、私も個人的にそういう経験はいろいろしておりまして、継続的な契

約で、見られたものが見られなくなったという細かいレベルの話ではなくて、かなりの数

の作品が削られたとか、アクセスできていた重要なサービスにアクセスがもう認められな

いということがあります。それはやはりこれまで議論されてきている、まさにお話があっ

たように、変更というレベルではなくて、やはり長期間拘束される中でいろいろそのよう

な事態が生じ得る中で、消費者に離脱の権利を確保するべきだという一般的な議論の中で、

今後、検討をしっかりとしていく必要があると考えております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。垣内委員、お願いします。 

○垣内委員 すみません。先ほど不用意な発言をしましたので、それに関して若干の補足

というか、付け足しなのですけれども、確かに景表法等の例もあることなので、法律上禁

止規範があって、それについて差止請求権を与えるということは一定の場合にあり得るの

ではないかという感じがいたします。ただ、消費者契約法で何か通知義務等の規律を設け

るというときに、その義務の強度とか性質がどの程度のものなのかというところは、やは

り考慮要素としてはあるのかなという感じがしておりまして、そこの評価によってという

ことになる気がいたします。 

 必ずしも義務が民事法上の義務であったり、民事法上の効果を伴うということは不可欠

ではないのかなと思いますけれども、どういう性格のものであれ、かなり遵守の要請が強

い義務であるというようなことで差止請求につながっていくのかなと思いますので、規定

の仕方、私は先ほどはちょっと不注意で、努力義務が前提となり得るかという点も問題と

しましたけれども、努力義務というのはこの資料では差止請求の前提とはされていないと

思いますので、努力義務はつながらないというのは当然の前提なのだと思います。ただ、

規定はあるけれども、ほかに実効確保の措置は差止請求だけであるというような組合せは、
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やや新奇な感じもするということなので、その辺りをどう考えるのかということに帰着す

るのかなと理解いたしました。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかは、この点についてはよろしいでしょうか。 

 それでは、次は（４）です。15、16ページになります。当事者の死亡時の対応手順の規

律について御意見、御質問をいただきたいのですが、御発言いただく場合には挙手をお願

いいたします。 

 北島委員、お願いします。 

○北島委員 全くの感想なのですけれども、死亡時の対応手順については、以前の意見に

もありますように、事業の内容もいろいろですし、パターンもいろいろで、なかなか一律

に決めるのは難しいところなので、事業者ごとに対応手順を決めておくというふうに、手

続的に規律をするよりほかないのかなという印象を持っています。 

 その上で、恐らくこれは事業者が別にやりたくなくてやっていないわけではなくて、む

しろこういう問題があることであるとか、どういうふうに対応すればいいのかということ

について、あまり情報を持っていないとか、そういうところに問題があるようにも思いま

す。ですので、努力義務とするということも注意喚起という点ではいいかなと思いますが、

その前提として、ベスト・プラクティスとかそういう形で、こういうことができますよと

いう情報提供を積極的に国の側からやっていくことも、重要なのではないのかと思います。 

 私からは以上です。 

○山下座長 どうもありがとうございます。 

 それでは、次に移っていただきまして、資料の17ページに記載があります継続的な契約

の範囲です。これは最初のところでも少し議論があり、かつ私の理解では、今日の（２）

から（４）までのところで頻繁にこれに関係する問題が出てきたと思いますが、改めて何

かございましたら、お願いいたします。 

 後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 これは以前のラウンドでも申し上げたことなのですけれども、まず、何につ

いて、どういうポイントについて記述をしようかとするところとも連動する話だと思うの

ですが、一般的なことを申し上げますと、いわゆる継続的な契約として、長期間もしくは

更新型でやっていくという場合に、解約の機会を確保するという話は、長期間拘束される

ので、そこから離脱できるようにするという意味では、それはそれでいいような気もする

のですけれども、例えば一つの契約で、先払いで後から物が来ますとかという場合ですと

か、単に相当期間にわたって対価を支払い続けるというⅱ）とⅲ）の場合は、大分性質が

違っているところもあるような気がします。ⅲ）については、単純にいえば分割払いにし

ているだけの話ですので、それは割販法とかでもやっている話であり、それをここで持ち

込むことが果たしていいのかどうかというのは、ちょっと慎重に考える必要があろうかと

思っております。 
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 また、ⅱ）のほうは、単に長期間というよりは、途中で要らなくなっただけだとすると、

もともと例えば２年、３年拘束されているというものとは質が違うような気もするところ

ですので、このⅱ）とⅲ）を、確かに時間というところだけ見ると似ているようなところ

もないではないのでしょうけれども、あまり一気に広げるのはどうなのでしょうねという

少し慎重な意見を前回申し上げたつもりでおりました。それは今も変わっておりませんと

いうことを申し上げておきます。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そうですね。ⅲ）につきましては、事務局も基本的には割販法等、信用取引に関わるよ

うなところで既に規制があるということで、むしろⅰ）のほうを中心に念頭にという御趣

旨ではないかと理解しておりますが、今の御指摘、事務局との認識のすり合わせという意

味でも重要かと思いますので、議事録のほうでとどめさせていただきます。 

 大屋委員、お願いします。 

○大屋委員 ありがとうございます。先ほど継続的な契約と定期的な契約はやはり区別し

て考えたほうがいいということを申し上げました。その上で、定期的な契約については、

やはり契約に入る段階で、全期間にわたるコストベネフィット分析がされている上で契約

に入っているということを考えるべきだとは申し上げましたが、カライスコス委員の御指

摘のとおり、それが１年間、２年間ならまあいいとして、10年間とかそういう場合に、通

常の消費者の判断能力で十分な利害計算ができるかと言われると、それはそれでやはり問

題があるということは事実だと思います。 

 したがって、定期的な契約についても、カライスコス委員の御指摘のように、やはりあ

まりに長期にわたるものについては、途中の離脱権を認めるとか、あるいはそもそも認め

ないとか、そういった規制も必要かもしれないと思いましたということは申し添えておき

たいと思います。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス委員 ありがとうございます。17ページについて一言だけコメントですが、

ⅰ）とⅱ）とⅲ）の性質が違うというのはよく分かるのですが、個人的に懸念しているの

は、ここを明確に分けて、区別して取り扱うことによって何か脱法的な行為が生じるので

はないのかという可能性についてはしっかりと検討をする必要があるのではないかと思っ

ております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。垣内委員、お願いいたします。 

○垣内委員 一番最初にした御質問に関わるようなところで、ちょっとのみ込みが悪くて

申し訳ないのですけれども、ⅰ）、ⅱ）、ⅲ）の場合ということなのか、それとも、これ
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はあくまでも考慮要素というか、問題の所在を示しているという話なのかということがあ

って、場合ということだと、ⅰ）とⅲ）というのは両立するかもしれないけれどもみたい

な話もあったかと思うのですけれども、考慮要素ということで考えたときに、ⅰ）で何が

問題なのかということを考えると、問題なのは、多くの部分はやはり対価を払わなければ

いけないと。提供されたものを処分するのも大変とかいうことがもしかしたらあるかもし

れませんけれども、提供され続けること自体が問題というよりは、提供されるし、だから

こそ対価も支払わなければいけないと、そういう関係に拘束され続けていることが問題な

のかなと思われますので、問題の所在を示すという意味なのか、場合なのかということは、

やはり何か少しもやもやと両方が場面によって前面に出てくる感じがして、ここの整理が

もう少しクリアになると議論しやすいのかなという感じを個人的には思ったということで

す。 

 17ページで言われているⅱ）、ⅲ）の場合、ですから、ⅰ）の要素がない場合について、

（１）から（４）までの規律を適用する必要性・可能性があるかというと、それは必ずし

もないのかなという点は、私もそうかなと思っております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。 

 それでは、ありがとうございます。資料１の１につきまして、様々な御意見をいただき

ました。私の進行の不手際で、（５）の部分を十分整理せずに議論をしてしまったかなと

いう気もいたしました。 

 まず、私から少しお話をしますと、恐らく、一番最初に後藤委員が言ってくださり、最

後にも大屋委員が御指摘になったように、定期的な契約と、短期だけれども更新していく

というタイプの契約というか、長期の契約と毎月更新型とは違うのではないかという話は、

おっしゃるとおりであり、法的には違うのだと思うのです。ただし、問題の生じ方、すな

わち、長期間のサービスが提供される中で、サービスが要らなくなったときに簡単にその

サービスを停止できるのかという形で問題が生じるという意味では、事実上同じような問

題が生じるというのが、事務局側の問題意識ではないかと思います。 

 そのときに、２年間と定めたのに、途中で解約したいと言い出すのは、それは契約違反

の問題になるはずだというのは、法律上は全くおっしゃるとおりなのです。しかし、その

ような契約であるということを契約の締結時にきちんと説明しているかとか、あとは仮に

２年間と事前に定めていても、事情が変更した場合を想定してどのような対応ができるか

ということについて、事業者側で一定の配慮をしておくことは考えられると思います。結

局、ニーズがなくなったサービスを受け取り続けて、対価を支払い続けなければいけない

という事象に着目して、事務局のほうは資料をつくってくださったのかなと思っておりま

す。 

 そういう意味では、非常に雑多というか、いろいろな契約が入っているということで、
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途中でもいろいろ議論がありました。いろいろな事業者がいて、いろいろなサービスの提

供があり得るという御指摘があったわけですが、消費者契約法の中で消費者契約一般のル

ールとして定めるということでいうと、途中でニーズがなくなったものについての離脱方

法というか、どのように問題を解決するかということについて、事業者に一定の配慮をし

てもらえないだろうかということが、問題意識としてあるのだと思います。 

 そういう意味で言いますと、その次に非常に熱心に議論していただいた、簡便という基

準を事務局が出してきたのも、分かる気がします。契約に入るときと出るときのアンバラ

ンスさという基準だと、契約の種類によっては、アンバランスさが不合理な場合もあるし、

不合理でない場合もあることになってしまう。途中でこのサービスはもう受けたくないと

思ったときに、サービスを停止したり、対価の支払いを止められるかどうかについては、

あまり明確な基準を出さずに、事業者の側に一定の配慮を求めたいという趣旨かなと私は

理解しております。均衡性というような具体的な基準はむしろソフトローレベルの話とし

ておいて、もっと抽象的な形で書きたいということで、事務局としては簡便性という基準

でまとめられたのかなと思っています。 

 もっとも、簡便性という基準より、合理性のほうがいいのではないかというご指摘もあ

り、その点は非常に参考になったと思いますので、この辺も含めて、この後、議論をして

いくのではないかと思います。 

 それとの関係で、義務違反の効果の部分で、垣内委員から的確に整理していただきまし

たが、民事効を直接結びつけずに、差止請求という形、しかし、差止めと言いつつ、一定

の作為を義務づけるというものも含めるというような効果についての御提案についてです。

恐らく、ニーズの変化に伴うサービスの終了については、多様な配慮の仕方があり得る中

で、事業者側で十分な配慮ができていない部分について、これこれこういう形で対処して

くださいというような一定の作為を要求したり、あるいは、こういうところは事実上妨害

に当たっているから、故意でないにしても控えてくださいといった形で、不作為を要求し

たい。それができれば、あまり民事的に個別の事例について責任を問うという話に踏み込

まずにルールをつくれるのではないかという趣旨で事務局の提案は用意されたのだと思う

のです。難しいものがたくさんあるなか、広い範囲をカバーする一般的なルールをどのよ

うにつくるかということに関わっていますので、今日いただいた様々な御意見を整理して、

もう少し具体的なルールを工夫していくことが必要かと思っております。 

 ということなのですが、よろしいですかね。 

 それでは、次に「２．消費者が事業者に対して自己の情報、時間、アテンションを提供

する取引に関する規律」というところに進みたいと思いますが、資料の20から22ページに

記載があります。検討事項について御意見、御質問をいただければと思います。よろしく

お願いします。 

 西内委員、お願いします。 

○西内委員 ありがとうございます。私からは一応確認というところになります。情報、
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時間、アテンションという形で３つ並列されているのですが、アテンションは、時間に吸

収されないアテンションというのは一体どういうものを想定されているのかなというのが

少し気になりました。アテンションというのは、情報や時間に比べるとやや不明確な概念

なので、どこまでの射程を持つものとして読めばいいのかが少し気になったというところ

で、事務局からのお答えがあればと思った次第です。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 事務局からあれば。 

○伊吹専門官 ありがとうございます。情報、時間、アテンションを提供する取引という

のは、参考とさせていただいたパラダイムシフト専門調査会報告書から指摘をいただいて

いたところでございました。そういった意味で、例えば、消費者が金銭を払う場合でなく

ても、契約である以上は、消費者契約と考えられるかということで、ある種まとめて扱わ

せていただいているところがあるかと思っております。時間やアテンションがどこまで違

うのか、それに何か差異が生じ得るかというところは、もし御意見などあれば、いただけ

ればと考えております。 

 その上で、パラダイムシフト報告書でアテンションに関して少し書き下して記載いただ

いているところを読み上げますと、人々が払える関心・注目・注意・認知コストなどを御

指摘いただいていましたので、当時、具体的にイメージされていたのは、その種のものな

のかと理解しているところでございます。 

 以上でございます。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 後藤委員、お願いします。 

○後藤委員 ありがとうございます。この問題を扱った１回目のラウンドのときは欠席を

させていただきましたので、今回初めて意見を申し上げるのですが、アテンション、時間、

情報を提供する場合が社会的に問題になっているのは非常によく分かるところではあるの

ですけれども、これを消費者契約法で何とかしようとすることに違和感を覚えております。

といいますのは、情報については、まず、個人情報保護法でカバーすることができる話で

あり、個人情報保護法のやり方がいいかどうかという問題はあろうかと思うのですけれど

も、基本的にはそちらの領分なのかなと思っています。 

 時間とアテンションの話なのですが、要は、例えば延々とサブスクの配信を見続けてし

まうとか、またはサブスクではなかったとしても、ユーチューブやティックトックであれ

ば、アカウントがあれば、なくても良いのかもしれませんが、ずっと見続けるということ

はできるのだと思います。それが問題であると、時間の無駄じゃないですかということは

あろうかと思うのですけれども、それに消費者契約法を適用して何をしたいのかというの

が、私にはまだよく分かっていません。 

 また、そういう契約がなかったとしても、だらだらと何かを見続けてしまうということ
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はあるわけですし、SNSとかスマートフォンが出てきて、さらにその傾向が強まったかもし

れませんが、昔からテレビをだらだら見続ける人はいたわけでして、それと何が違ってい

て、それをどう規律したいのか。また、アカウントがある場合だけを捉えることで、それ

で何か解決になるのかというと、ちょっと疑問があるところでもあります。 

 これを整理しても、別に実害はないのかもしれないのですが、この話を入れることによ

って、今回の改正全体の中でここに注目が集まってしまって、ほかのもっと実益のありそ

うなところが進まなくなるとするともったいないなという気がします。また、この問題に

ついては、幾つかの国が一定年齢以下の方のSNS利用を規制し始めたりしていますけれど

も、そのやり方がベストかどうかはともかくとして、そういうサービスの利用の仕方その

ものに関わる話であり、それは消費者契約法といった角度からのアプローチではないので

はないかという気がします。 

 これは究極的に言えば、そんなに使うなということをどういうふうに言っていくかとい

うことであるので、これを消費者契約法に入れ込むのがいいのかどうか、パラダイムシフ

ト専門調査会で御指摘があったというのは重々承知しているのですけれども、それにどこ

まで付き合う必要があるのかなというのを、その議論に関わっていなかった人間としては

ちょっと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 大屋委員、お願いします。 

○大屋委員 ありがとうございます。多分、関わった人間として弁明する義務があるだろ

うと思って、若干申し上げます。 

 １つ目は、集めた情報をどう使うかという話と、情報の集め方というところで区別しな

ければいけないというのを１ラウンド目に言ったような気がするのですが、情報を集めた

上で、それをどう利活用するかとか、第三者提供するかというところは確かに個人情報保

護法で規律されているわけですけれども、例えば、情報を集めた対価として提供されるサ

ービスの内容が虚偽であったとか、その表示に誤りがあるというようなケースは、個人情

報保護法では対応できないわけなので、どちらかというと、それはやはり対価の問題とし

て、消費者契約法がいいかどうか分かりませんが、消費者問題として対応する必要がある

のだろうと思います。 

 もう一つは、アテンションのほうで、子供のSNS利用とか、いわゆるアテンションエコノ

ミーの問題ですね。延々と見続ける問題みたいなものは、これはどちらかというとプラッ

トフォーマー規制であるとか、そちらのほうで扱われるべき問題であろうと思いますし、

場合によってはある種の情報法の領域における禁止規定みたいなものが列国でできつつあ

りますので、そういうもので対応すべき問題かと思います。 

 こちらもやはりアテンションの対価として提供されるべきサービスとか、商品も中には

あるかもしれませんね。それが虚偽であった場合みたいなものが、やはり契約の不適切性
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の問題としてここで出てくるのではないかというふうに整理し得るのではないかと思いま

した。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。後藤委員。 

○後藤委員 大屋委員、御説明どうもありがとうございました。少し問題意識がクリアに

なったように感じているのですけれども、こういうサービスを受けられるのでと情報を提

供したら、受けられなかったとか、そういう過程に問題があるとすると、それは確かに問

題であろうとは思うのですが、そうであるとすると、それはやはり情報の取得過程の虚偽

表示があったとか、そういうところに問題があるのであって、金銭の対価だけの場合では

なくて情報を提供する場合を広く消費者契約法の対象にしましょうというよりは、もっと

ピンポイントで議論をしたほうがいいのではないかなと思います。少なくとも、私のよう

な誤解に基づいて議論が変なほうに行く可能性は少なくなるのではないかという気もして

おります。 

 また、アテンションのほうについては、私が不理解なのだと思うのですけれども、これ

は何かを見てしまうとか、何かをクリックして見られるもの、そういう情報の中身の正し

さはそんなに問題になっているのでしょうか。個人情報を渡してしまうと戻ってこないと

いう話はあるわけですが、そのときにアテンションを提供している人は、一瞬の娯楽が得

られればいいと、もしくは何か関心がある情報を、虚偽であったとしても、主観的に満足

を得ているのだとすると、そのこと自体が問題ではあるのですが、うそをついてお金を巻

き上げるとか、個人情報をだまし取るということとはちょっと質が違う問題が入っている

ような気がします。そうだとすると、時間、アテンションという話と情報の話は、これも

やはり混ぜると少し問題が錯綜してしまうのではないかなという気が、今の御説明を伺っ

てなおというか、むしろより思うようになったというところだけ申し上げておきたいと思

います。 

 以上でございます。ありがとうございました。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。カライスコス委員、お願いいたします。 

○カライスコス委員 ありがとうございます。この点について、まず、大前提としての確

認というところではありますが、消費者契約法は現行法のままでも、特に契約が有償であ

ることは求めていません。前にもこういう発言をした記憶がありまして、確かに前に西内

委員がおっしゃられたように、救済のところではお金を取り戻すとか、何かしら有償性を

想定したような救済ぶりになっているところはありつつも、基本的には現行法のままでも、

個人データ、情報とか時間とかアテンションが対価として提供される契約にも適用される

ということのまず再確認をしたいと思います。 

 そうしますと、恐らく今回議論されている、いただいた資料の文言でも整理（確認）と
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書いてありますので、そのことを消費者側として、消費者が広く認識しているのかという

と認識していなくて、それによって競争の歪みも生じるところです。例えば特定のSNSを使

うためにお金を払っている場合であれば、お金を払っているので、このコンテンツにアク

セスできないのは駄目ですねとか、こういう機能が使えないのは駄目だということにそれ

なりに権利主張ができるわけなのですが、そうではなくて、自分の情報を提供している場

合には、どうしても無償だという印象を受けやすくて、そうすると何かしら、自分が本来

であれば自分の情報の対価として提供されているサービスとかコンテンツにアクセスでき

ない場合でも、これは無償だから仕方がないということで、消費者側も実際にはビジネス

モデルとしてお金が生まれるようなデータ、情報を提供しているのに、結局その事業者間

での不均衡が生じてしまうとか、いろいろな問題が生じるのだと思います。 

 そうしますと、今後、恐らくビジネスモデルはそちら側に流れるように思えます。ヨー

ロッパだと、例えばフェイスブックにアクセスするために、お金を払うのか、データを提

供するのかとか３つぐらい選択肢があるらしいのですが、日本ではどちらかというとお金

を払っていないから、これは無償だというような認識がされやすくて、それによって消費

者が権利主張とかを躊躇してしまう、あるいは全くしないということがあり得ます。その

ため、まさに資料に書いてあるように、これを、現行法でも対応はできるのだけれども、

整理（確認）することには、パラダイムシフトとしての将来性を考慮した場合には大きな

意義があると考えております。 

 ほかには、個人データは先ほど申し上げたとおりSNSとかに、例えば、自分の投稿とかも

含めていろいろデータを提供したり、あるいはアプリでそのようにしたりしているにもか

かわらず、何かあったときにはそれは無償だというような扱いで対応してもらえないとい

うトラブルが想定できるところです。時間とアテンションの場合は、私はよく経験してい

るのですが、ネット上で何か記事を閲覧したいと思ったときに、まずはこの動画を見てく

ださいと。動画が流れ終わった後で、明確に上に、これでアクセスできるようになりまし

た、対価としてみたいなことが書いてあって、やっとアクセスができるということがあり

ます。大屋委員がおっしゃられたように、そう言われたから自分のアテンション、西内委

員がおっしゃられたとおり、それは時間とかぶるところもあるのだと思うのですが、例え

ば１分なら１分、30秒なら30秒提供するという判断をしたのに、アクセスしてみたら空っ

ぽの無意味なものだったというときに、これは無償で提供されたのだからいいでしょうと

いうことだと、やはり消費市場にも問題が生じ得ますし、同じく事業者間での競争の歪み

も生じ得ます。ここは消費者庁から出ている提案どおりだとは思うのですが、あくまでも

一つのメッセージとして、これは現行法のままでも金銭を支払う場合には限られていない

ということを整理（確認）した上で、20ページの②にありますように、何かしら配慮の規

定を及ぼす必要があるのではないのかと思います。結局、それによって自律的な意思決定

の阻害というものが生じ得るので、そういう配慮の規定を及ぼすことも併せて必要なので

はないかと思っております。 
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 以上です。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 そのほかはいかがでしょうか。西内委員、お願いします。 

○西内委員 これも私、前回１巡目で申し上げたことの繰り返しみたいになるのですが、

後藤委員がおっしゃっていたように、これを消費者契約法の規律対象に本当にするのかど

うかということについて考えないといけないのだろうなと思うわけです。第１巡目で申し

上げたように、とりわけ効果との関係でどう考えるのかというのがあるわけでして、つま

り、現在のスライドで映していただいている20ページにありますように、例えば取消権の

対象とすると考えたとして、取消権によって発生するのは、民法121条の２にあるように、

原状回復義務であるわけですね。そして、原状回復義務に関しては、金銭については非常

に容易に想定できる。これに対して、情報について原状回復と言われても、渡ってしまっ

た情報は不可逆というか、消すといっても、消せないわけではないにしても、消すという

措置プラス何かを求めるのか。例えば事業者側がそれによって利益を得た場合に、その利

益の部分を吐き出させるというところを含むのかどうなのかということについて、通常、

民法で議論されているような原状回復として想定できるものなのかどうかということ自体

がそもそも議論の対象になりそうな気がするのです。 

 また、時間とかアテンション。例えばアテンションを認知コストとかと考えたとして、

時間とか認知コストの問題だと考えたとすると、これは事業者にそもそも渡っていないよ

うな気がするのです。消費者が消費しているということだけであって、事業者が何かを受

け取っているというものには、情報よりも観念しづらいところがある。そうだとすると、

原状回復というところで問題が処理できるのかと言われると、そうではないだろうという

気がするわけです。せいぜい、情報の場面での救済も共通するのですが、不法行為の問題

として、つまり無駄な情報提供をさせられているとか、無駄な時間を費やされているとい

うところにつき損害賠償を認める形で問題が議論されるのかなと思われるわけなのです。

そういうものでよいのかどうなのかというところも含めて、議論する必要性があるのかな

と思います。つまり、金銭を想定してある程度つくられている取消しなどの制度に関して、

ここでの規律というものを、消費者契約法の規律を情報や時間、アテンションに同じよう

に及ぼす必要性はあるのだろうかということをまず一方で考えないといけないだろうと思

うわけです。 

 他方で、21ページの②にあるような規律については、先ほどから議論があったようなと

ころ、配慮義務に関して、その情報とか時間について、無駄な契約に入らないようにとい

うところで規律を及ぼすべきだというところで、こちらについては想定しやすいように一

見思えます。しかし、この点は多分、後藤先生の御指摘が関わってくるところです。つま

り、通常であれば、例えば金銭を支払うような契約について適切な配慮を求める場合には、

自分の支払った金銭、それ自体の価値については消費者にとっては明確なので、事業者が

やるべき説明や配慮の内容としては、契約内容を適切に伝えるとか、必要ない契約に入ら
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ないように配慮するとか、そういったところになってくるのだろうと。どちらかというと、

事業者が提供するサービスについて、何かしら情報提供するというところが中心になるの

だと思うのです。これに対して、情報について考えてみると、金銭とは違うところがあっ

て、つまり消費者が取られた情報というものが、情報法の分野で議論されるように、その

後、様々な形で使われ得るのだということについて消費者の想像が及んでいないからこそ、

無償での契約やそれに近いものだと考えてしまう問題があるわけです。ただ、このような

消費者が提供する情報の価値がわからない問題に関しては、果たして消費者契約法で通常

議論されているような説明義務や配慮義務の話なのかと言われると、より情報法特有の問

題が絡んでくるように思われるところです。そのような意味で、後藤先生がおっしゃった

ように、ここで議論することがそもそも適切なのかどうかということを真剣に考えないと

いけないのかなと思ったというのが私のコメントになります。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 そのほかはいかがでしょうか。カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス委員 ありがとうございます。これまでの議論で各委員がおっしゃられた

ことは、私もよく理解できるのですが、ただ、再確認として申し上げたいのが、現行法で

も適用対象にはなっているということです。つまり、効果の場面でいろいろ困難があるか

らといって、解釈的にこれは消費者契約法の適用対象から除外されているものではないの

で、少しこの議論の流れに気をつけないと、逆に、そもそも含まれているものを今後除外

していきましょうというような理解をされてしまうとよくないなと思ったのが１点目です。 

 効果面でいろいろ問題があるのであれば、将来的に、現状では消費者庁からの資料にあ

りますように、適用を受けているのだということの整理、確認をするということが１つま

ず大事であって、その効果をどのように使うのかというのは、取消権とか契約条項の無効

というのも入っていますので、場合によっては事業者側が定めている約款の中での契約条

項の無効とかというような場面で効果が及ぶことも考えられると思いますし、差止請求と

かの対象としては、より広く、いろいろな使い方が想定できるのではないかと思います。

個人的には実務上何か救済とか効果の場面で困難なところがあるからといって、これをあ

たかも適用対象から外してしまうというような誤解が生じるのはよくないなと思っており

ますし、先ほども言いましたように、効果で必ずしも何も使えないわけではなくて、やは

り民事的な効果の中でも使えるものはあると思いますし、また、配慮義務の規定が入りま

すと、ソフトローとの結びつけもできて、いろいろと波及するところがあると思っていま

す。さらには差止請求の一つの局面としても大事なのではないかと思っております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 大屋委員、お願いします。 

○大屋委員 西内委員からの御発言の中で一言だけ加えたほうがいいかなと思いました。
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アテンションについてですが、消費者の側で勝手に消費しているだけではないかという話

もあるのですけれども、例えば５秒間なり30秒間なりぼうっとしろというアテンションの

集め方はあまりないわけでして、普通は広告を見せるわけですね。ぼうっとしていないか

と言われれば、ぼうっとするのですけれども、二面市場のもう片方に自動的に接続されて

いて、アテンションを換金する仕組みにつながっているわけですね。したがって、そこに

出てきた金銭的な利益というものは想定し得るであろうと思います。ただ、時間自体は巻

き戻せないだろうと言われれば、それは全くそのとおりなので、原状回復という観念に一

定の限界があるよねということについては正しい御指摘だと思いました。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 そのほかはいかがでしょうか。垣内委員、お願いします。 

○垣内委員 全く雑駁な感想だけなのですけれども、例えば、無料のサービスなのだけれ

ども、利用するのにはアカウントを作成しないといけないということで、その規約とかも

あって、アカウントを作成して、情報も取られるというような場合については、これは契

約として考えるということは従来的な見方からしても十分あり得るし、その際にお金を払

っていないけれども、情報等を払っていると考えて、それは消費者契約たり得るというこ

とは十分あり得るのかなと思うのですけれども、アテンションのみというカライスコス先

生が挙げられたような、非常に見たいと人に思わせるようなある動画を、これを見れば見

られますよということで見たら、その先には何もなかったというような場合について、そ

もそもこれは契約がそこにあったと見ることができるのかどうかということは、従来の普

通の考え方からすると、なかなか難しいところがありそうです。 

 しかし、アテンションは取られたので、契約をしたというふうに言えないのであれば、

それは不法行為なのかという話になってくるのかと思われまして、契約によって語れる部

分については、消費者契約法の適用も一定の範囲ではあり得る話なのだろうと思いまして、

カライスコス先生のお話の一部はまさにそういう場面に当てはまるのかなと思うのですけ

れども、従来あまり契約と思っていなかったようなところで、それを契約と構成すること

もやり方によってはできるのかもしれないですけれども、そこまですることにどの程度の

意義があるのかということが問題となってくるのかなという感じがいたしました。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、ありがとうございました。この点は非常に、消費者契約法でそもそも扱うべ

きなのかという問題提起を後藤委員等からしていただき、西内委員からも議論がありまし

たが、カライスコス委員からは、むしろこういったものにも適用があり得るということを

確認するべきではないかという御指摘があり、ヨーロッパでの事例なども御紹介いただい

たということではないかと思います。ただ、今、最後に垣内委員からおっしゃってくださ
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ったように、どこまでを消費者契約として見るのかによっても適用範囲が変わるので、そ

こは少し慎重に考えないといけないということがあったかと思います。 

 私が今、各委員のお話を聞いた印象は、大屋委員もおっしゃっていたように、情報を対

価として、何らかのサービスを受けるというような形になっているものについて、ところ

が、サービスが何もないという話になると、それはやはり消費者契約の問題ではないかと

いうのは非常にイメージがしやすくて、一定の問題があり得るなという気がいたしました。

ただ、西内委員からあったように、取消しはできないでしょうというのは全くおっしゃる

とおりだと思うので、どちらかというと、私のイメージは、差止めとかの話で、そういう

サービスが不適切なサービスで情報を吸い上げているというときに、それはやめてくれと

いうようなことを言うのかなと何となく思っていたのですが、その辺も含めて非常に難し

い問題があるということですね。 

 ただ、この問題、どこまで適用対象にするかということは難しいし、単なるアテンショ

ンの話まで含めていくと、ちょっと射程が広がり過ぎるのではないかという気もしますの

で、その辺をより具体的に限定して、こういう場面について、こういうことをしてはいけ

ないというような部分の話を具体化したほうが、多分議論が進むのではないかという気は

いたしました。ありがとうございました。 

 それでは、本日は２のほうで横断的な検討事項についても御議論いただくことになって

おります。こちらも先ほどと同様に、初めに事務局から説明をしてもらい、その後、質疑

応答、意見交換を実施していきたいと思います。 

 事務局からお願いします。 

○伊吹専門官 資料２に基づいて御説明をさせていただきます。 

 横断的な検討事項ということで、１ページに１から３まで挙げさせていただいておりま

す。１巡目で検討いただいた各規律を導入した場合の実効性を確保するための仕組みです

とか、消費者団体訴訟制度(差止請求)の発展可能性については、これまでに御議論いただ

いた各パートで扱っていただいているものということで、残りのものとしてこの３点を挙

げさせていただいております。 

 まず、２ページから「１．行為規範・契約内容規範に正当化のための要素を組み合わせ

る仕組み」についてでございます。 

 ３ページに検討の方向性を整理しております。まず１つ目の○でございます。１巡目の

御議論では、消費者契約法において正当化のための要素を組み合わせた行為規範・契約内

容規範を設けることが考えられるか、設けるとしてどのような規範が考えられるかという

ことにつきまして、直ちに違法となるわけではない一定の契約条項類型を対象として、一

定の要素、例えば一定のソフトローへの適合や適格消費者団体による評価等を満たす場合

に正当化されることとする仕組みを中心に御議論いただきました。 

 この点につきましては、いわゆるグレーリストを導入する積極的意義に関する御意見で

すとか、不当行為についてもグレーリストの導入を検討する必要性があるのではないかと
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いった御指摘などがあった一方で、消費者の権利義務に直結する形での正当化の仕組みに

ついては慎重な検討を要するとの御意見ですとか、認識のそご・拡大解釈への懸念を指摘

する御意見などもあったところでございます。こういった御意見を踏まえて、検討するこ

とが考えられるのではないかということでございます。 

 ４ページは検討事項でございます。正当化要素を消費者の権利義務に直結させることに

ついては慎重な検討を要することを踏まえますと、ここにもともと背景にありました予見

可能性を確保しつつ柔軟な対応を可能とする規律の在り方としましては、前回御議論いた

だきました配慮に係る規定のハードロー上の規範をソフトローにより具体化するという仕

組みを導入し、当面はその中で対応することが考えられるかという形で整理をしたもので

ございます。 

 続きまして、５ページから「２．『消費者』概念・定義規定の在り方」でございます。 

 こちらは６ページに検討の方向性をお示ししております。１巡目の御議論では、「消費

者」や「消費者契約」の概念・定義につきまして、「消費者の脆弱性」との関係ですとか、

先ほど来御議論いただきました消費者が自己の情報、時間、アテンションを提供する取引

との関係を踏まえて検討いただき、メルクマールや定義自体に変更を要するとの特段の御

意見はなかったと認識しているところでございます。 

 それを踏まえまして、７ページに改めて検討事項ということで整理をしております。ま

ず①「消費者の脆弱性」との関係ですけれども、１点目で、消費者ならば誰しもが脆弱性

を有するということについて、目的規定にその旨を定める場合には、消費者の概念上も前

提となるのではないかという御指摘ですとか、あと２点目で、消費者と事業者のメルクマ

ールとの関係を実質的に見ていった際には、事業としてまたは事業のために契約の当事者

となる事業者は、情報やノウハウのほか人員や設備等を含む取引のためのインフラの利用

可能性により、人として有し得る脆弱性を補うことが可能であるということに対して、そ

うではない消費者は脆弱性を有したままの状態で取引に関わることになりますので、従前

のメルクマール、事業として、または事業のために契約の当事者となるかどうかというこ

とで、脆弱性の有無を区分することが可能であると考えられるのではないかという形で整

理をお示ししております。 

 また、②は直近で御議論いただいたところと重なりますけれども、情報、時間、アテン

ションを提供する取引との関係では、現行の消費者契約の定義を前提に、今後は消費者が

こういった取引、情報、時間、アテンションを提供する契約についても、消費者契約に含

むことを自覚的に捉えていくことが考えられるのではないかということでございます。 

 ③のところで、１巡目の御議論の中で出ておりました、脆弱性を捉えていった際に、消

費者と並べて脆弱な事業者ということへの対応を要するかどうかという点につきましては、

今までの御議論を踏まえますと、消費者と並べて脆弱な事業者を新たに消費者契約法の対

象に加える必要はないと考えられるのではないかという形で整理をさせていただいており

ます。 
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 続きまして、最後の項目になりますが、９ページから「３．法目的の在り方」でござい

ます。 

 こちらは10ページの検討の方向性です。１つ目の○で、１巡目の御議論では、各規律の

在り方についての検討を踏まえて、目的規定の在り方について御検討をいただきました。

その中で、①で消費者の脆弱性への対応という要素ですとか、②で様々な関係主体がそれ

ぞれの役割を果たし連携することで、消費者が安心して安全に取引に関わることができる

環境を実現するという要素を加えるという方向性については、特段御異論はなかったかと

認識しております。 

 これまでの御意見を踏まえて、具体的にどういった内容が考えられるかということをさ

らに御検討いただくことが考えられるのではないかということで整理をしてございます。 

 11ページの検討事項でございまして、１つ目の消費者の脆弱性への対応という要素との

関係では、これまで御指摘いただいたところとしましては、１点目で、まず、消費者の誰

もが脆弱性を有すること。これは具体的には脆弱性が発現し得るということ。２点目で、

現在の取引環境において、単に消費者の自己決定に任せるのみでは自己の利益を十分に実

現し得るような十全な判断を行うことができない状況であるということを踏まえることの

必要性。３点目で、消費者の脆弱性については、消費者が自律的な意思決定あるいは合理

的な意思決定をすることができない事情として捉えるですとか、あるいはそれについて何

らかの説明を加えることが考えられるのではないかという点。４点目ですけれども、全て

の人について対等な関係性でルールを定める民法と異なり、脆弱性を有する消費者とその

ような脆弱性を有しない事業者との間での契約に関するルールを定めるものということが

要素として考えられるのではないかという御意見をいただいていたところでございまして、

そういったものを要素としてお示しさせていただいております。 

 ②が先ほどの２点目の関係ですけれども、これに関しては黒ポツのところで、健全な市

場の実現に向けて、事業者その他の消費者契約法に関係する者が役割を果たし、連携・協

働することや関係から生じる信頼が保護されるべきということが考えられるというもので

ございます。こういった要素などを踏まえて、目的規定を見直していくという方向性が考

えられるかということで整理をさせていただいております。 

 説明は以上になります。 

○山下座長 それでは、質疑応答に移ります。 

 まず、資料２の１に関して、４ページに記載があります検討事項について、御意見、御

質問をいただきたいと思います。御発言いただく場合は挙手にてお知らせください。よろ

しくお願いします。 

 北島委員、お願いします。 

○北島委員 ありがとうございます。４ページのハードロー上の規範をソフトローにより

具体化する仕組みにつきまして、そもそもハードローとソフトローという言葉が、この研

究会では通常とは違うような使い方がされていたと記憶していて、この文脈でハードロー
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とソフトローがどのように使われているのかということも気になるのですが、それは置い

ておくとしても、ここで言うソフトローというものがどういうものなのか。それから、そ

れをどのようにつくるのかということによって、そのソフトローが獲得する正当性という

ことも変わってくるので、その辺りをもう少し詳しく検討したほうが、ここでいう正当化

要素として使えるかどうかという議論もしやすくなると思いました。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 １につきまして、ほかに御議論はございますでしょうか。カライスコス委員、お願いし

ます。 

○カライスコス委員 ありがとうございます。まず、参考になるほかの制度ということで

すが、国土交通省の法令適用事前確認手続、ノーアクションレター制度というものがあり

まして、これが一つ制度的には参考になるのではないのかと思っております。 

 あとは、官民協議会という話がこれまでたびたび出てきていますので、そのような場で

意見交換を経てガイドラインをつくるということも有効かと思います。 

 さらに、以前に確約手続的なという感じでの議論だったかと思いますが、行為規範次第

では、一定の指導があったり勧告、命令という、時間的なグラデーションとかエスカレー

ションをもたらして、不注意や見解の相違による違反によるリスクを回避できる機会を確

保することも大事なのではないのかと思います。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。この件についてはよろしいですかね。 

 それでは、２のほうに移ってまいりたいと思います。７、８ページの検討事項、消費者

概念についてです。 

 北島委員、よろしくお願いします。 

○北島委員 メルクマールなのですが、情報やノウハウのほか人員や設備等を含む取引の

ためのインフラの利用可能性というところで切ることができるからということが書かれて

いるのですが、この説明は厳しいような気がいたしました。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス ありがとうございます。まず、現行法を見ますと、これは前にも同じよ

うな発言をした記憶がございますが、目的規定には格差のことは書いてあって、でも、定

義規定には格差のことは書いていないので、直接連動しているわけではないということの

再確認です。したがいまして、脆弱性が入るとするならば、やはり目的規定のところであ

って、脆弱性も考慮するような自律的な意思決定を支援する法律なのだということを追加

で入れるぐらいかと思っていまして、定義規定自体は変わらないのではないかと思います。

つまり、現行法における消費者の定義の中に、同じ消費者とはいっても脆弱性を誰もが有
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する場面があったりするので、その場合にどのような手当てをするのかということなので

はないかと思っております。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、資料２の２はこのぐらいにさせていただいて、資料２の11、12ページ「３．

法目的の在り方」でございますが、御意見、御質問等をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。 

 カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス委員 ありがとうございます。こちらにつきましては、これも前にも発言

をしたことがありますが、脆弱性という文言だけだと抽象的ですので、自律的な意思決定

などという形ではっきりと明確性をもたらす表現ぶりがよいのではないかと思っているこ

とと、消費者基本法１条の目的規定との関係、これも以前に発言いたしましたが、消費者

契約法とは微妙に異なり、などの格差という、などが入っていますので、それとの関係を

どのように整理していくのかということと、消費者基本法の２条１項の中に、消費者の自

主的かつ合理的な選択という文言がありますので、これをどのように活用できるのかとい

うことなどが重要かと思います。 

 他方で、法律によっては、目的規定が非常に重要で、解釈の指針にはなるのですが、必

ずしも厳密に法律の全体の枠を定めているものではないと思われます。例えば不正競争防

止法の１条であれば、等でくくっていますし、特定商取引法の１条も、例えば送りつけ商

法のことは書いていないということで、必ずしも厳密に脆弱性のことを１条には入れなく

てもよいのかもしれません。ただし、解釈の支援にはなりますので、ほかの規定の解釈上

重要である限りにおいては、明確に定める必要があるのではないかと考えているというこ

とです。 

 失礼いたしました。ありがとうございます。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 そのほかはいかがでしょうか。垣内委員、お願いします。 

○垣内委員 あまり実質に関わることではなく、表現ぶりだけの話なのかもしれないので

すけれども、例えば11ページの①の４ポツ目で、脆弱性を有する消費者とそのような脆弱

性を有しない事業者という対比が出てくるのです。こういうふうに表現することも、まあ

いいのかなとも思う反面、現在、消費者というのは個人であって、事業のために契約当事

者になる者を除くということになっているわけですが、およそ個人はやはり脆弱性が本来

はあるということですし、法人であっても、それが結局人の活動である以上は、脆弱性が

ないというものではないのかなとも思われますので、消費者は脆弱性があって、事業者は

脆弱性がないという二者択一的な対比になるのかというと、ちょっとよく分からないよう

な気もしています。 
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 そういう意味では、まさに消費者契約法という形で脆弱性に対する対応を要する人、と

いうのは消費者なので、事業者にも脆弱性は大小あり得るけれども、それについては前の

ところで出てきましたが、消費者契約法の問題ではなくて、別の分野等の問題になること

はあり得るということだとすると、消費者契約法として脆弱性に対する対応を要する人と

しての消費者と、必ずしも消費者契約法による脆弱性への対応を要しない事業者というこ

となのかなという感じがしたという、単なる感想だけで恐縮です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかはいかがでしょうか。カライスコス委員、お願いします。 

○カライスコス委員 たびたび申し訳ありません。今、垣内委員がおっしゃられたことは

私も非常に重要だと思っておりまして、このように対比させてしまうと、いろいろと誤解

が生じ得ると思いますので、まさに垣内委員がおっしゃられたとおり、事業者が脆弱性を

有する場合があるかどうかというのは、対消費者との関係ではなくて、事業者間契約の枠

組みの中で中小規模事業者などに特別の手当てをする必要があるかどうかという文脈での

記述かと思います。また、私の理解では、消費者はもともと既に定められているように格

差があって、保護が必要であるという前提を維持しつつ、消費者の中でも、やはり状況に

よってさらに脆弱になる、消費者の中でも、よりさらに弱い立場に置かれることがあるの

で、そこに特別の手当てをするという流れかと思いますので、このような表現をすると、

少し誤解が生じる可能性があるということを私のほうからも指摘したいと思います。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 そのほかいかがでしょうか。北島委員、お願いします。 

○北島委員 ありがとうございます。目的規定の消費者の脆弱性という点ですが、法解釈

に関わる部分も関わらない部分もあるだろうというのはおっしゃるとおりなのですが、１

条の目的規定というのは、その法律の顔のようなもので、消費者の脆弱性という言葉は、

この研究会においても非常に重要な意味を持っている言葉だと思いますので、ぜひ目的規

定に入れて、この言葉は大切にされているのであるということを知っていただくのは非常

に大事なことだろうと思っています。それが１点目です。 

 次の２点目は質問なのですけれども、②に様々な関係主体とあって、あと、事業者その

他消費者契約に関係する者と書いてあります。関係主体というのは、一義的には国・地方

公共団体とか、事業者と事業者団体とか適格消費者団体ということが当てはまると思うの

ですが、ほかのものは何か考えられるのでしょうか。あと、ある程度これは特定して書い

ておいたほうがいいのか、よくないのかという問題もあると思いますが、この点はいかが

でしょうか。 

 以上です。 

○山下座長 ありがとうございます。 

 様々な関係主体というところについての御質問だと思いますが、何かあればお願いしま
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す。 

○伊吹専門官 ありがとうございます。ここの点に関わるものといたしましては、先生は

御欠席だったのですが、前回御議論いただいた中で、配慮を促す仕組みというのを考える

際に、取引当事者である事業者以外の消費者契約に関係する主体による配慮の促進につい

てどのように考えるかということを御議論いただいた点が１つ関係するところとしてある

かと存じます。パラダイムシフト報告書でも共創・協働の観点ということが一つ重要なも

のとして指摘されておりまして、先生がおっしゃっていただいたようないろいろな主体も

あり得るとは思いますが、より個々の消費者契約に関係する主体として、まさに取引をす

る事業者以外の主体の役割も重要ではないかということを踏まえたものでございます。 

 その上で、目的ということで示す場合に、どこまで具体化すべきなのかどうかという点

につきましては、いろいろな御意見もあろうかと思いますので、御議論いただけるとあり

がたいと思っているところでございます。 

○山下座長 ありがとうございました。 

 いかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、ありがとうございます。資料２につきましては、このぐらいにさせていただ

きます。資料２は横断的な検討事項ということで、非常に広い部分を扱っているかと思い

ます。最初にハードローとソフトローの関係ということなどについて、北島委員から、ハ

ードローとしてどういうものを、どうつくるのかということで、正当性について大分変わ

っていくのではないかという御指摘はごもっともと思います。より具体的に仕組みを考え

ていかないと、規範としての性質が決まらないのはおっしゃるとおりかと思いますので、

その辺を整理させていただきます。その点についての御示唆をいただいたというふうに認

識しております。 

 ２は消費者の定義ということで、３は法の目的ということですが、カライスコス委員か

ら御議論があったように、消費者というのは、事業者との間で相対的に情報収集などにつ

いての格差がある上に、さらに脆弱性が発現する主体であるという認識は必要だけれども、

これは消費者の定義に入れるようなものではないのではないかというのは、そういう感じ

が私もしますので、法の目的の議論としてまとめることになるのかなと思っています。 

 その上で、垣内委員等からも御議論があったように、事業者についても脆弱性を有する

ことはあるわけですけれども、恐らく事業者についての脆弱性が発現する場合というのは、

少し考慮の仕方が変わるのでしょう。そうだとすると、消費者契約法の問題として捉える

よりは、競争法などの分野のほうで対処していただくことになっていきますし、法の目的

規定などを書く場合にも、消費者というのは脆弱性が発現した場合に、その脆弱性が発現

したことを簡単に自己責任に転嫁できない部分がある主体として、その特殊性を十分考慮

した上で法をつくる必要性があるということを何らかの形で表現していくのかなと思って

います。 

 北島委員からも、法の目的規定に脆弱性の概念を入れるべきであるということをいただ
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きまして、それもおっしゃるとおりかなと思います。 

 また関係主体について、目的規定にどこまで具体的に書くかということは考慮を要する

部分かと思いますので、これは引き続き検討をしていきたいと思いますが、非常に重要な

御指摘を多々いただきまして、ありがとうございました。 

 それでは、大体議論は出ましたので、事務局にお返しいたします。 

○古川消費者制度課長 本日も、長時間にわたり活発な御議論をいただきまして、どうも

ありがとうございました。 

 事務局より、次回の開催について御連絡いたします。委員の皆様には既に御連絡をお伝

えしているかと思いますけれども、次回会合は、４月７日火曜日に第７回のワーキンググ

ループを開催予定とさせていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○山下座長 それでは、本日はこれにて閉会とさせていただきます。 

 お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございました。 


